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第９回 ESRI-経済政策フォーラム 

｢地方財政のあり方｣ 

議 事 録 

 

経済社会総合研究所 

 

第９回 ESRI－経済政策フォーラム議事次第 

 

日時：平成14年７月17日（水） 14:30時～17:30時 

場所：第4合同庁舎2階 共用220会議室 

１．開  会 

２．基調講演１      齊藤 愼   大阪大学大学院経済学研究科教授 

３．基調講演２      神野 直彦  東京大学大学院経済学研究科教授                                    

４．パネルディスカッション 

    （パネリスト）  木村 陽子  地方財政審議会委員 

小西砂千夫  関西学院大学大学院経済学研究科／産業研究所教授 

齊藤 愼   大阪大学大学院経済学研究科教授 

神野 直彦  東京大学大学院経済学研究科教授 

（モデレータ）  井堀 利宏  経済社会総合研究所総括政策研究官 

５．フリーディスカッション 

６．閉  会 

 本議事録は、フォーラム事務局の責任において作成したものであり、ありうべき誤りは

フォーラム出席者に属するものではない。 

 

【司会】  それでは、ただいまから第９回「ＥＳＲＩ－経済政策フォーラム」を開催い

たします。本日のテーマは地方財政のあり方です。本日の会議のモデレータは内閣府経済

社会総合研究所井堀総括政策研究官でございます。それでは、よろしくお願いします。 

【井堀】  今日のテーマは地方財政のあり方ということで、パネリストとして、４人の

先生方をお迎えしております。木村陽子先生、小西砂千夫先生、齊藤愼先生、神野直彦先

生です。 
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 最初に、基調講演ということで、齊藤先生と神野先生にそれぞれ２５分程度、地方財政

のあり方について、口火を切っていただいて、その後、パネリストの間で、パネルディス

カッションをしていきたいと思います。 

 地方財政に関しては、去年、経済財政白書のほうでも、税源移譲に関してのシミュレー

ションが出ましたし、最近ですと、総務省の片山私案ということで、同じように税源移譲

のシミュレーションが具体的な政策論として出てきております。それから、ご存じのよう

に、小泉総理の指示ということで、あと１年ぐらいかけて、国と地方の行財政のあり方に

ついては、交付税も含めて抜本的に見直しの作業に入るという話もありますので、地方財

政にあり方については、どういう観点が望ましいかという議論と同時に、具体的にどうい

った方向で実際の制度なり、政策を変えていかなければならないのかという、かなり現実

的な政策問題とも絡んできていると思います。 

 それではまず、齊藤先生のほうから口火を切っていただきたいと思います。 

【齊藤】  大阪大学の齊藤でございます。レジュメに沿いまして、本日、「地方財政のあ

り方」ということで、お話させていただきます。時間も限られておりますし、レジュメで

ある程度詳しい数字が書かれている部分については、多少スキップをさせていただきなが

ら、お話を進めたいと思います。 

 地方財政を考えるときに、マクロとミクロの問題というのは少し複雑だという点だけは

指摘しておきたいと思います。よく、多様という言葉が地方財政に関しては言われますけ

れども、全国３,３００団体の事情は団体ごとによって違う。それの積み上げがマクロでご

ざいますから、マクロで考えていると、ミクロの点が見落としがちになる。これはよく言

われることでありますが、最初に申し上げておきたいと思います。 

 本日、レジュメで用意しておりますけれども、初めに、ポイントだけ４点、申し上げて

おきたいと思います。 

 まず１点目は、地方の自主財源となる地方税の拡充が地方分権のためには必要であるこ

と。これはかなり合意が得られていると思いますが。 

２点目が、そのためにも現時点での行財政構造改革の努力が必須のものであり、歳出の

効率化、削減が求められているという点でございます。これを考える上では、当然、国、

地方及び地方間の役割分担について、かなり根本的に考え直す必要があるのではないかと

思います。その際の原則というのは、よく言われていることでございますが、補完性の原

則から考え直すべきということであろうとか思います。 
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３点目は、税源移譲が今、かなり現実に近いものになってきていると思いますが、この

問題を含めて、税源移譲されました財源を含めたものを、地方団体がどう適切に使うかと

いう問題が当然、起こってくるわけでございます。私はこれを後ほど、限界的財政責任と

いうネーミングでお話したいと思っております。今日のお話の一つのポイントはこの点に

あろうかと思います。 

４点目は、よく心配されるのですが、地方に税源あるいは権限を分けて、それで本当に

うまくいくのですか、ということがあるわけでございます。この点を保障するといいまし

ょうか、そういう観点からは、地方団体の仕事がどれぐらい適切なのか、あるいは効率的

に行われているのかという評価システムがぜひとも必要であり、その結果は情報開示され

るべきであるという流れで、お話をしていきたいと思います。 

この点につきましては、６月２５日に出された「経済財政運営と構造改革に関する基本

方針２００２」で、国と地方の関連について見直しするべきだということが明記されてお

りますし、また、財源についても三位一体で検討すべきということが書かれておりますの

で、かなり現実のプロセスに近いことをお話できるのではなかろうかと思っております。 

それでは、レジュメをごらんいただきまして、まず１つ目でございますが、とりあえず、

現状をざっと見ていただきたいと思うのですが、財政状況の指標として、いろいろありま

す。地方には特に国と違った指標もよく用いられておりますが、とりあえず、国と比較す

るという点では、一つはプライマリーバランスを見るのが良いのかなと思います。それで、

〔付表－１〕として、地方財政のプライマリーバランスというのを載せておりますが、対

ＧＤＰ比で地方財政全体として、マイナスの０.７６％ぐらいということで、それほどプラ

イマリーバランスという指標から見る限り、大きくはないわけでございます。都道府県と

市町村を分けますと、どちらが深刻なのかということでございますが、これは平成１２年

の決算でございますが、市町村のほうが深刻ではあるのですが、プライマリーバランスと

いう点から見ますと、国とかなり程度は違うと言えるかと思います。 

それは歳入歳出の結果でございますが、それでは歳出のほうからざっと見ていただきた

いと思うのですが、地方の歳出はバブル崩壊後もなかなか減少してこなかったわけでござ

います。〔付図－１〕というグラフがございます。地方税と歳出総額純計、これは歳出のほ

うを３分の１にスケールダウンして、ほぼ重なるようにつくったものでございますが、こ

れを見ますと、平成１２年度に歳出が減少しているということでございますが、この黒丸

のドットで書かれておりますのは地方税でございますが、平成３年度ぐらいがピークでそ
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の後、下がって、また上がりまして、平成８年度ぐらいで回復しているということです。

地方税が落ちた時点からずっと歳出総額は伸びが多少鈍りながらも、増加し続けてきまし

たが、平成１２年度に総額として減少したということでございます。その原因として大き

いのは、普通建設事業費という、いわゆる投資的経費でございます。とはいえ、現状は、

地方税に比べて歳出総額が過大なのではないかということで、そこに書いてございますよ

うに、地方債、借金への依存度がかなり大きくて、トータル、純計といたしまして、１１％

程度を地方債に依存しているということでございます。 

なぜ、このようになってきたかということでございますが、ポイントは国の景気対策に

連動しまして、先ほど申し上げました普通建設事業費が急激に増えてきたこと、それが近

年落ち込んできているということが一つの大きな要因なのだろうということです。特に普

通建設事業費が落ち込みました大きな要因は、財政状況が悪化しました都市圏の地方団体

の分がかなり大きいだろうということで、そこに東京都の例を挙げております。先ほど申

しましたように税収がかなり落ち込んでも、なかなか歳出は減らないということは、歳出

構造が硬直的で、これを見直すのが難しかったということが挙げられようかと思います。 

それから２番目に質の問題でございますが、それは、歳出の金額あるいはボリュームだ

けではなく、実際に、中身としてどんなことをやっているのかということなのでございま

す。歳出が開始されてから、２０年、２５年、見直されてこなかったというものはいろい

ろございます。その見直しの一つのきっかけとなりましたのが事務事業評価ということで、

今、地方団体で実施に移しかけているものでございます。この評価をやって、どれぐらい

質が改善するのか、あるいは量的な効果が出せるのかということについては、今のところ、

あまりはっきりはわからない状況だろうと思います。それから、今までなぜ、地方が硬直

的であったか、あるいは質の改善がなされてこなかったかという一つの要因としましては、

よく言われます国からの規制というものがある程度大きかったのではないかということを

考えております。 

それでは、次に歳入の問題点のほうに移りたいと思いますが、歳入面から見た問題は何

かということでございますが、まず、地方税収のほうで見ますと、〔付図－２，３〕をごら

んいただきたいと思います。〔付図－２〕は何かと申しますと、平成３年度から平成１１年

度にかけて、各都道府県別の税収の変化額をとっております。〔付図－３〕は同じようなこ

とを市町村についてやっております。これによると、東京、神奈川、大阪、兵庫等、都市

圏の財源が急激に減少しているということが分かります。 
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市町村のほうは急激な減少というのは、東京はかなり大きく、大阪はごくわずか減少し

ている以外、あまり見られないですが、都市圏の地方団体は伸びているにしても、伸び方

が小さいということで、私はこれを、バブル崩壊による「意図せざる」税源再配分という

ようにネーミングをいたしまして、これは決して意図したものではないのですが、結果的

に景気が落ち込んだことにより、税源の配分が大きく変わってしまったということで、こ

れが現在、都市圏の都道府県を中心として、市町村もそうなのですが、財政的にかなり苦

しんでいる一つの大きな要因であろうと考えております。 

それでは次に、国からの移転についてお話しますが、国からの移転の一番大きなものは

交付税だろうと思うのですが、国からの移転を基本的に決めておりますのは地方財政計画

だということでございます。これは歳入歳出を見積もりまして、地方財源はどれぐらい足

りないかということを算定いたします。そこで、交付税あるいは地方債の発行という形で

地方財政対策をとるわけでございますが、それの基礎となっているものということでござ

いまして、地方財政計画における歳出の見積もりがどのようになされているのかという点

が重要なポイントであろうかと思います。 

そういう意味で、地方財政計画に組まれております歳出総額を見直す必要があるという

ことでございますが、先ほども申し上げましたように、これは、国があれをやりなさい、

これをやりなさい、こういうようにやりなさいという規制をかけている部分が多いわけで

すから、当然、規制緩和とワンセットでないと、なかなか見直せないということです。そ

れから、本日、ぜひ申し上げたいと思っていますのはこの「枠外」の部分、ちょっと言葉

が妙かもしれませんが、地方財政計画で主要とされていないところが、これから地方分権

の時代を迎える際には、重要ではないかと思っております。これは何かと申しますと、超

過課税と言われている部分とか、東京都のような不交付団体の財源、あるいは、課税自主

権ですね。総額を国が保障して、地方にこうやりなさいという枠組みが少しでも変わって

ほしいと思うならば、その枠組みを少し小さくして、枠外のところを大きくしていくとい

うことが、大変重要なのではないかと考えております。今、幾つかの動きがあると思いま

すが、この枠外部分が拡大することはぜひ必要であろうということを考えております。 

このような形で規定されます交付税でございますが、近年総額が急膨張しております。

対歳入のシェアで見ますと、昭和６３年度１６.５％だったのが、平成１２年度の決算では

２１.７％、それから、特例交付金というのは０.９％ということですね。実に２３％近く

が交付されるというようになってきているということは、重要な問題だということでござ
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います。なぜかというと、これは景気対策の部分がかなり大きいということです。また、

財政調整制度が強過ぎるのではないかということがよく言われております。 

現状認識をざっとお話しましたが、次に、その改革の方向性はどうあるべきかというこ

とをお話します。そこにタンジの文章を挙げておりますが、タンジはＧＤＰの１０％ない

し２０％のリダクションが可能だということを言っておりますし、モデルもあるというよ

うなことを言っているわけでございますが、それでは、どういうことを考えていけば良い

かということでございます。 

ここで考えるべきことは結局、地方公共団体は経済学的に見ると、地域独占かつ規制産

業だという側面があるということでございまして、この点から、過去にいろいろ研究され

ている点が利用可能なのではないかということでございまして、経済財政諮問会議では平

成１３年１１月２日に交付税に関しまして、段階補正の見直しということを提起されてお

るわけでございますし、現実にも、ごく最近なのですが、こういう分野の研究がなされて

おりまして、効率的なところを連ねてコスト関数を計測する、いわゆるフロンティアファ

ンクションを使った分析がなされていて、今まで、平均レベルでの保障というのが中心で

あったと思うのですが、努力しているところに関しては、そのレベルを保障するというこ

とが必要であって、その努力が十分でないところの財源までを保障する必要はないという

形に、今後財源保障の基本的な考え方が変わっていくべきだろうと考えております。そう

いう意味でいいますと、金額的にどれぐれいかということはまだ研究が進み出しましたと

ころですから、わかりませんが、暫定的に今まで出ております文献では、ほかの効果も含

めてでございますが、歳出総額の２０ないし３０％がその可能性としては考えられるので

はないかということを研究結果として出しているものもございます。結局、改革で、財政

再建に向けまして、収支ギャップを縮小するということでございますから、これは当然、

今申しました歳出の支出、それから金額を見直すということから出てくる点と、それから

もう一つは歳入を見直すという両面から見直さないと、なかなか収支の見直しは進まない

だろうと思います。 

次に、経済活動水準と独立した政府活動はあり得ないというふうに書いていますが、こ

れは景気対策をとるというのはこれと逆の話なのですが、私は基本的にそこの一番下に書

いてございますが、景気対策としては地方に責任を負わすのはやはり、事務配分として、

あまり適当ではないのではないか。もちろん、地方がある程度関与することはあり得るわ

けでございますが、基本的には国の責任で行うべきだろうと考えております。 
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そういう意味で、地方団体はどういうスタンスをとるべきかということでございますが、

４番目に限界的財政責任と書いておりますが、当然、地方団体は国のつくったフレームワ

ークの中で行動するということでございまして、１００％の財政責任を負うことはできな

いわけでございますが、その与えられた範囲内で、財政責任を果たせるシステムをつくる

必要があるのだろうと思っております。そのためにも先ほども申しましたけれども、特に

都市圏の都道府県を中心にしてでございますが、「意図せざる」税源の再配分が起こってい

たわけでございますが、やはり、そこの部分を中心にして、税制改革、それから、税源移

譲がぜひとも必要だと思っておりますし、課税自主権についても今のやり方ですと、課税

の対象となる範囲がそれほどたくさんはないだろう。既に、既存のものでかなりカバーし

ておりますので、自主的な課税の努力をするという意味で、大変貴重なものだと思います

けども、金額的には大きな期待はできないと思います。 

そうなりますと、私が期待しますのはこちらの部分ではなくて、既存の税目でもって税

率を操作するという部分が、おそらく課税自主権の中で、大きな部分を占めるのではない

かと思います。それでも財源が不足する場合には、地方債ということに当面ならざるを得

ないわけでございますが、発行の弾力化が一応平成１８年から予定されておりまして、も

っと前倒しするという話もあるのですが、ここで、その地方団体がどれぐらい努力してい

るかということがマーケットで評価されるべきだろうと思っております。 

最後になりましたが、行政評価、情報公開というのは先ほど、ざっとお話させていただ

きましたけれども、やはり、行政を評価して、その評価結果が適正になされているかどう

かが重要ですが、どうもまだ、不十分ではないかなということを感じておりまして、もっ

と徹底的に評価システムをつくるということと、それから、評価結果と予算を適切にリン

クさせることが必要だろうと考えております。 

地方団体に自由度を持たせて、地方分権でやっていくということは方向性として、私は

望ましいと考えておりますけれども、情報公開と評価というのは絶対欠かせないというこ

とでございます。それで十分かということでございますが、規制産業ということを考えま

すと、何らかの意味で、競争原理的なものを導入できないかなということが、大きな課題

として残るのではないかと思います。普通の民間企業と同じ競争原理の導入というのは、

なかなか難しいことは当然だと思うのですが、何らかのアイデアとして、あり得ないかな

ということです。既に地方制度調査会で、都道府県が小規模な団体の行政を行うというア

イデアも出ておりますし、それから、イギリスのブレア首相の発言を書いてございますが、
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地方団体がうまくやらなければ、政府はパートナーを変えるかもしれないよというような

ことを宣言しているわけでございます。パートナーの一つとしてＮＰＯ等が想定されてい

るのだと思いますが、今後、本当に新規参入があるかどうかは別にして、新規参入があり

得るかもしれない枠組みを築いていくことは必須のことだろうと思います。以上で終わら

せていただきます。ありがとうございました。 

【井堀】  どうもありがとうございました。それでは引き続き、神野先生にまた２５分

程度で基調講演をお願いします。 

【神野】  東京大学の神野でございます。今日は地方財政のあり方ということでお話を

させていただきます。内容は昨年の７月に地方分権推進委員会が解散をいたしました。そ

の最終報告を諸井報告と呼んでおきますと、諸井報告のうち、税財源にかかわるところを

私はまとめさせていただいておりますので、それを素材にしながら、お話をさせていただ

こうかと思っております。ただし、これはあくまでも私的な解説でございますので、公的

な解説ではないということをお断りしてお話をさせていただければと思います。 

 お手元にレジュメがいっているかと思いますが、３つほど選挙ポスターの標語を書いて

おきました。地方に財源を与えれば、地方の完全な発達というのは自然にやってくるんだ。

地方分権というのは丈夫なものであって、地方分権をすれば、地方はひとり歩きで発展す

るんだ。中央集権というのは不自由なものであって、地方の足をやせさせてしまって、つ

えをもらわなければならないと訴えております。これは１９２８年の第１６回の衆議院総

選挙における時の二大の政党の一つ、政友会の選挙ポスターでございます。この１６回の

総選挙は日本の民主主義の発展の上において、決定的な意味がございました。これは第１

回の普通選挙です。この普通選挙の選挙ポスターでなぜ、政友会はこういう選挙ポスター

をつくったのかということでございますが、１９１８年、第１次世界大戦中でございます

けれども、日本は米騒動という激震を経験いたします。米騒動が起こった原因は特に米価

を中心とする諸物価の高騰でございますけれども、当然、それによって、地方財政は破綻

をいたします。そのために、この義務教育国庫負担制度ができ上がります。これは現在の

義務教育国庫負担とは違いまして、地方財政のほうでは、現在の交付税制度、つまり、財

政調整制度の始まりとして位置づけている財政調整機能のあった制度でございます。 

しかし、それはごく非常にわずかでございましたので、財政調整制度は機能は果たせま

せんでしたから、この１９１８年に、三重県の七保村の村長でいらっしゃいました大瀬東

作が全国の町村に檄を飛ばしまして、町村の全国的な組織をつくり上げます。これが１９
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２１年に第１回目の総会を開きますけれども、これが全国町村会。この全国町村会の第１

回目の総会で何を決議したかというと、２つのことを決議いたします。 

第１の点は両税移譲。時の国税の中心であった地租と営業税、この２つの税金を国税か

ら地方税に移譲しろ。第２の点は、義務教育国庫負担金の増額。つまり、現在でいえば、

交付税の増額、この２つを決議するわけであります。 

この全国の町村を中心として展開をいたしました両税移譲運動を中心とする運動につい

て、私たちは大正デモクラシーと呼んでいるわけですね。両税移譲運動を中心とする大正

デモクラシー運動の成果として、普通選挙が実現いたしますので、当然ですが、第１回目

の総選挙でもって、時の二大政党であったの政友会は両税移譲を訴えて、選挙ポスターを

このようなものにしていくということなのですね。 

財政というのは経済と政治の綱引きが演じられる場でございますので、両面を考えなけ

ればならないわけですけれども、このような運動のもとに、両税移譲、つまり税源の移譲

と財政調整制度というのは提起されてきたということを、まず歴史的に考えておきたいと

思います。 

そして、第２次世界大戦前には、この両税移譲は実現いたしませんでしたけれども、第

２次世界大戦後、シャウプ使節団がやってきまして、両税移譲を実現させます。それまで

国税でありました地租、これを家屋税と合体させますけれども、固定資産税として、市町

村の独立税として移譲しろ。それから、事業税、営業税ですが、この事業税を国税から地

方税に移譲しろと勧告をするわけですね。それと同時に、平衡交付金制度という制度を提

唱いたしまして、義務教育国庫負担金の増額に当たる財政調整制度を提案した。これがシ

ャウプ勧告でございます。 

シャウプ勧告がなぜ財政調整制度として、平衡交付金制度を提唱したのかというのは現

在、私どものテーマでございまして、当時はニューヨーク州の教育費の分配方式をまねし

たのではないかと言われておりましたが、今、確たることは言えませんが、私どもの調査

では、第２次世界大戦中にカナダで導入した財政調整制度を学んでいたために、ここで導

入できたのではないか。シャウプの頭には、カナダの財政調整制度があったのではないか

と思われますが、ちょっとこれは確たる証拠は今のところございません。アメリカでは入

っている制度でございませんから、シャウプは何でこういう制度を考えたのかというのは

非常に興味深いところでございます。ただ、いずれにいたしましても、シャウプ勧告は大

正デモクラシー運動を踏まえて、こうした勧告をしたと言えるだろうと思います。 
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さて、その次にいつも私、ここでお話をさせていただきますと、浜田所長におまえの概

念はほとんどわからないとお説教されますので、少しドイツの伝統的な財政学の用語だけ

を解説させていただくという意味で、２番目に垂直的財政調整と水平的財政調整という２

つの概念を説明させていただきます。 

皆様もご存じのとおりに、財政調整制度というのは１９２０年に最も民主的な国だと言

われているワイマール共和国のもとで行われたエルツベルガーの改革で実施されました。

このときの理論的なバックボーンをつくった人は財政学のほうでいいますと、「ポーピッ

ツの法則」と言われているポーピッツでございまして、このポーピッツが財政調整制度の

生みの親と言われております。このポーピッツの考え方などを踏まえて、現在、ドイツで

行われている考え方で、財政調整を垂直的な財政調整と水平的な財政調整に分けさせてい

ただきます。ただし、日本で言われている水平的な財政調整というのはどうも逆交付税み

たいなものを言ったりしているところがあって、概念が統一されておりませんで、それは

ちょっと忘れていただければと思います。垂直的な財政調整というのは何かといいますと、

これは国と地方自治体、中央政府と地方政府の間の財政関係を調整するということになり

ます。したがって、第一に何を行わなければならないかというと、どういう行政任務を中

央政府に割り当て、どういう行政任務を地方政府に割り当てるかということでございます。

それと同時に、その割り当てた行政任務を遂行できるような課税権をどうやって割り当て

ていくのか。中央政府にどういう課税権を割り当てるのか。地方政府にどういう課税権を

割り当てるのかというのがその次の調整になりまして、これが垂直的な財政調整というこ

とになります。ドイツで申しますと、現在、皆様、ご存じのとおり、第２次世界大戦後、

ドイツは協調的連邦主義ということをとっておりまして、アメリカのような連邦と州が対

立するというのではなくて、協調的な連邦主義をとろうということを国是にしております

から、税は共同税。つまり、中央政府の税金と地方政府の税金で共同した税金になってい

るわけですね。この共同した税を中央政府、連邦に幾ら割り当てるのか。州に幾ら割り当

てるのか。そして、市町村に幾ら割り当てるのかというのが垂直的な財政調整になってい

ます。連邦に４２.５％、州に４２.５％、市町村に１０％。いずれにしても、そういう比

率でもって割り当てていくというのが垂直的な財政調整。それを行った後、州に割り当て

た四十数％を州にどうやって割り当てていくというのが水平的な財政調整ということにな

るわけですね。水平的な財政調整のほうはどういうことを行うかというと、この水平的な

財政調整という意味は、地方政府間の財政関係を調整するという意味でございまして、同
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じレベル間でもって、地方政府に行政任務が割り当てられますと、それぞれの地方政府に

財政需要が発生いたします。それから、地方政府に課税権が与えられますと、その地方政

府がその地域社会から税収を調達できる課税力が発生いたします。この２つを合わせて、

財政力と呼んでおきますと、財政需要と課税力を調整するというのが水平的な財政調整と

いうことになるわけでございます。ここで、重要な点はまず、垂直的な財政調整をやらな

いと、水平的な財政調整はできないということですね。したがって、現在行われようとし

ているような、まず、交付税から改革をしていって、その後で、税源配分をどうするかと

いうのは、やろうとすれば論理が転倒します。垂直的な財政調整をまずやっておかないと、

できないということです。 

次に、垂直的な財政調整を分権的にするにはどうしたら良いかといえば、これは行政任

務を多く、身近な政府に割り当てれば良いということになるのですが、行政任務を地方政

府に多く割り当てたとしても、２つの場合には分権的ではないと言われます。それはどう

いう場合かというと、行政任務における決定と、これは正確に言うと支出なのですが、執

行と書いておきましたけれども、決定と執行が非対応になっている。つまり、行政任務を

地方政府に多く割り当てているのだけれども、地方政府には決定権がなくて、中央政府に

決定権があって、執行だけを地方政府がやらされている。ないしは支出だけを地方政府が

やらされているという非対応が起きていると、これは分権的ではないと言われております。

皆様もご存じのとおり、地方分権推進委員会の勧告に基づいて、機関委任事務が廃止され

るまでは、機関委任事務は国の機関だとみなして、地方の首長さん、つまり市長さんなど

に仕事を機関委任いたしますので、議会は口出しできないわけですね。この機関委任事務

は現在、法定受託事務として、廃止されておりますが、国が決定し、地方が執行していく

という枠組みの外壁を崩したというのが機関委任事務の廃止であって、柱はまだ残ってい

ると私は理解しております。それはなぜかと申しますと、自治事務といえども、中央政府

が法令、つまり法律、政令、省令でもって、事細かに書き込んでしまえば、そのとおりに

義務づけ、やらせることができるということですね。介護保険は自治事務ですけれども、

事実上、事細かに法令に書き込まれておりますから、全国一律に仕事をやらせることがで

きる。まだここのところも十分に行われていないということであります。 

それからもう一つは、行政任務と課税権が非対応になっていると、これは幾ら行政任務

が地方政府に多く割り当てられていたとしても、分権的ではないというふうに考えられる

わけでありますが、現在の行政任務のほうは地方に６割ないしは７割というふうに多く割
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り当てられ、課税権のほうは国に６割ないしは７割というように多く割り当てられており

ますので、行政任務と課税権の非対応というものが起きている。 

私ども、地方分権推進委員会が日本で地方分権を進めるのには何をしたら良いのかとい

うことを考えたときに、行政任務を地方に多く割り当てるという必要はないだろうと考え

たわけであります。それは先ほど言いましたように、行政任務は既に地方のほうに多く割

り当てられているからだということですね。ただ、やらなければならないことはこの２つ

の非対応、つまり、行政任務における決定と執行の非対応及び行政任務と課税権の非対応

を解消することが分権につながるはずだと考えているわけでございます。ただ、この垂直

的な財政調整と水平的な財政調整で重要な点は垂直的な財政調整を分権化すれば、水平的

な財政調整を強化しなければならないということですね。つまり、ごく簡単に言ってしま

えば、国がほとんど仕事をやっているというような状況を考えていただければ良いわけで

すけれども、その場合には、地方自治体間の財政関係を調整してやる必要、意義はあまり

なくなってしまう。むしろ、地方に多く分権化して、仕事をやらせるということをやって

いくと、水平的な財政調整の必要性は高まるというふうになる。こういう関係にあるとい

うことですね。 

さて、そこで、以上のようなことを考えて、地方分権推進委員会は遺言として、諸井報

告を出しました。お手元を見ていただきますと、ナンバー９と私のレジュメで打っている

ところからが諸井報告でございまして、特色は９ページのギリシャ文字のＩの算用数字の

１の（１）を見ていただくと、１行目から、「地方税源については、地方分権を更に推進す

るため、既に第２次勧告等で述べたように、地方の歳出規模と地方税収との乖離の縮小」、

つまり、課税権と行政任務等の非対応を解消する。それによって、住民の受益と負担の対

応関係の明確化などの観点から、充実を確保しておくということをうたっております。 

それから、２次勧告では税源の移譲ということを書けなかったのですが、税源の移譲の

重要性を行い、１１ページ目をお開きいただければと思いますが、地方税源の充実方策と

いうことで、ギリシャ文字のＩの算用数字の１の（２）を見ていただきますと、「地方公共

団体の自己決定、自己責任の拡充及びその発揮を税財政面において適切に担保していくた

めには、地方税の中でも」、ここは重要なところで、「特に基幹税目の更なる充実」という

ふうに基幹税目をきちっとうたっているというところでございます。 

それから、１１ページの個人住民税のところ、下に、具体的にどういうことをやるのか

というと、基幹的な税金である個人住民税と地方消費税を移せと言っているわけですが、
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この個人住民税については、全部読んでいる時間がありませんが、課税ベースを拡大する

ことと、それから、比例的な税率構造にするということを明記しているということです。

地方消費税その他はちょっと時間がございませんので、お読みいただければと思います。

この過程で、地方分権という観点からすれば、税源配分を見直すというのではなくて、地

方が独自の課税権を発揮して、独自に税源を調達することをすべきではないかと言われて

おりました。確かに、第２次勧告でもって、各地方の独自の課税権を拡大いたしまして、

各地域でさまざまな独自課税が行われております。 

しかし、この独自課税の拡大というのは今回が初めてではございません。第２次世界大

戦後に独自課税権を拡大し、それを見たシャウプ勧告は次のように勧告しているわけであ

ります。４ページ目からがシャウプ勧告になりますが、５ページ目の左側ですね。上から

６行目、「地方当局が賦課する租税の数は減少されねばならない」。地方税の独立税だけで、

法定でつくられている税金は３０種ございました。先ほど言いましたように、両税移譲が

行われていなかったからですね。「現在約３０種類の法定独立税が賦課されており」、その

後、括弧の後ですが、「たとえば、北海道町村会の報告によれば、７７種の法定外独立税が

北海道各地の市町村によって課せられている」。法定外独立税、北海道だけで７７種類もあ

ったわけですね。どんなものがあったのかというと、６ページ目の左側の下から６行目あ

たりから見ていただければ、たとえば、庭園税、ミシン税、扇風機税、製紙機税、タンク

税、橇税、ミツバチの箱にかけたと思いますが、養蜂施設税や、冷蔵庫税、筏税、炭焼窯

税、麻雀牌税および材木積載機税等があったわけですね。日本はありとあらゆるものにか

けましたから、芸妓にかけてみたり、幇間にかけてみたり、犬はもちろん、現在、ドイツ

では主要な税金ですが、こういう税金をつけることはおかしい、賢明ではないというふう

にシャウプ勧告が言っております。 

５ページ目の右側をちょっと見ていただきたいと思いますが、「地方当局が細かい法定

外独立税を過度に、しかしておそらくは不健全に使用する現在の傾向の下にある原因は、

地方当局が甚だしい歳入不足に陥っているということである。もし、地方当局が実質的で

依存できる税源に接するならば、法定外独立税の問題は大いに減少し、異常の場合以外に

は地方の決定に安んじて委せておくことができるであろう」と言っているわけですから、

きちんとした税源を移譲すれば、問題は解決するのだと訴えているのがシャウプ勧告でご

ざいますので、それを行ったということですね。 

さて、以上のような私どもの考え方が世界的な常識から考えておかしいかということで
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ございますが、現在、皆さんもご存じのとおり、２０世紀の末から世界的に地方分権の動

きが出てまいりました。この火つけ役はヨーロッパです。ヨーロッパはグローバリゼーシ

ョンに対応するためにＥＵを統合すると同時に、国民国家の役割が小さくなりますので、

その役割を地方政府に行わせようということで、ヨーロッパ地方自治憲章を１９８５年に

制定いたしました。現在、３０カ国を超える国がヨーロッパ地方自治憲章を批准いたして

おります。これをお手元で確認をしていただきますと、１６ページを見ていただきたいと

思います。ヨーロッパ地方自治憲章。第４条の３項を見ていただきますと、「公共部門が担

うべき責務は、原則として、最も市民に身近な公共団体が優先的にこれを執行するものと

する」。これは先ほど、齊藤先生がご説明になりました補完性の原理を明確にうたっている

ということですね。国など他の公共団体の責務に任せる場合には、何とかしなさいという

ようにうたっておりまして、１６ページの９条で、地方自治体の財源について、ヨーロッ

パ地方自治憲章はどう決めているかというと、１項を見ていただきますと、「地方自治体は、

国家の経済政策の範囲内において、かつ自らその権限の範囲内において、自由に使用する

ことのできる適切かつ固有の財源を付与されなければならない」。２項、「地方自治体の財

源は、憲法及び法律によって付与された責務に相応するものでなければならない」。３項、

「地方自治体の財源の少なくとも一部は、法律の範囲内において、当該地方自治体が自ら

その水準を決定することができる地方税及び料金から構成されるものとする」。４項、「地

方自治体に付与される財源の構造は、その責務の遂行に相応して伸張していくことができ

るよう、十分に多様でかつ弾力的なものでなければならない」というように行政任務と課

税権との対応関係を明確にうたっているわけであります。 

さらに、５項でもって、「財政力の弱い地方自治体を保護するため、財政収入及び財政需

要の不均衡による影響を是正することを目的とした、財政調整制度又はこれに準ずる仕組

みを設けるものとする。ただし、これは、地方自治体が自己の権限の範囲において行使す

る自主性を損なうようなものであってはならない」、こういうように財政調整制度の必要性、

特に、日本では課税力だけを見ることにすべきだという議論もありますが、ヨーロッパの

常識では、収入も財政需要もきちんと均衡をとれとうたっているということですね。そし

て、ただし、このように再配分するわけですけれども、６項でございますが、「地方自治体

は、財源の地方自治体への再配分に当たっては、その再配分の手法につき、適切な方法に

よりその意見を申し出る機会を与えられなければならない」。しかし、再配分するにしても、

再配分のやり方については、地方自治体にちゃんと具申権を認めろとうたっております。
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７項、「地方自治体に対する補助金又は交付金は、可能な限り、特定目的に限定されないも

のでなければならない。補助金又は交付金の交付は、地方自治体がその権限の範囲内にお

いて政策的な裁量権を行使する基本的自由を奪うようなものであってはならない」。８項、

「投資的経費の財源を借入金によって賄うため、地方自治体は、法律による制限の範囲内

において国内の資本市場に参入することができる」、こういうようにうたっているわけで、

私どもの考え方はこのヨーロッパ地方自治憲章の精神から大きく離れているものではない

だろうと思います。 

しかも、世界の諸国民がこれを受け入れて、昨年の秋には国連が世界自治憲章をつくろ

うと動き出しました。その原案が２ページ目から書いてございます。世界自治憲章の第４

条の第３項を見ていただきますと、これはヨーロッパ地方自治憲章とほとんど同じですが、

ここでは明確に補完性の原理に基づきということを３項でもって、２行目ですが、一番近

いことや補完性の原理に基づいてというように補完性の原理を明確にここでうたっている

わけですね。そして、９条を見ていただいてもわかりますが、９条の中身もヨーロッパ地

方自治憲章と同じです。そして、さらに３ページ目の５項目を見ていただきますと、「脆弱

な地方自治体のため、財政の持続性を」、ここでは、ドイツの財政学の概念を明確に入れて、

「垂直的（国と地方自治体間）、水平的（地方自治体間）又はその両方であるかどうかを問

わず、特に財政調整制度により保護しなければならない」、こういうように明確にうたって

いるということですね。これが６項もそうですが、垂直的・水平的なルールを決める過程

への地方自治体の参加を、法律で義務づけなければならないと明確にうたっておりますか

ら、私どものやったことは大きな間違いではないと。ただし、この世界自治憲章は、アメ

リカと中国の反対によって、葬り去られてしまいました。しかし、おそらく世界の常識と

いうのはこういうところになっているのではないかと思います。以上でございます。 

【井堀】  どうもありがとうございました。若干時間が予定よりも進んでおりますが、

これから１時間弱、パネリストの方々によるパネルディスカッションのほうに入りたいと

思います。 

 それでは、お待たせいたしました。残りのお二人のパネリストの方に齊藤先生、神野先

生の基調講演の感想を踏まえて、地方財政のあり方についてそれぞれ１０分程度でお話し

ていただきたいと思います。まず、木村さんからお願いします。 

【木村】  地方財政審議会の木村と申します。よろしくお願いいたします。私の仕事は

地方財政審議会という総務省にある審議会の委員ですけれども、立場はあくまでも有識者
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です。ですから、ここで私が話すことは総務省の見解と同じであっても違っていても、全

て私の意見です。 

今、２人の先生方がいろいろなことをおっしゃいましたけれども、それを伺いながら、

いろいろなことを思い出していました。今、地方分権の時代だといって、流れが急速にな

ってきましたけれども、それまでに研究者の間でも、本当に地方分権ってそんなに良いも

のかとか、また、機関委任事務が廃止されて良かったという話が出ましたけど、機関委任

事務というのは窓口の行政にとって、本当にそれ程やりにくいものだったのか。機関委任

事務とそうでない事務を区別して、事務職員は仕事をやっていたのだろうかとか、そうい

う議論までありました。国庫補助金が悪かというと、そうでもない面もあります。新しい

仕事を始めるときは、それが全国津々浦々まで本当に早く浸透しやすいという捨てがたい

メリットもあるわけですね。そういうメリットがありながら、なぜ、我々は地方分権とか

地方自治という方向に、この日本が進むのが望ましいのかと考えた場合に、一つは少子高

齢社会の進展で行政需要自体が高齢者の暮らしを支えるとか、消費社会の中で子育てしや

すい環境を整えるとか、そういったことになってくると、それは住民に身近なところで意

思決定するほうが我々にとっても望ましいのだということです。また、世の中の一つの仕

組みを変えてみることによって、地域全体がもっと活力を持つようにしようではないか。

そういうことがあったわけです。ですから、今の制度というのは本当に均衡ある発展を達

成できたし、すばらしいものを持っているわけですね。しかし、制度の根本の仕組みは自

治体に多くの仕事が法律で任されて、その任された分で自治体が義務的に負う部分は交付

税できちんと見ましょうという、財源保障の仕組みがきちっとしている。それがこれまで

うまく機能してきたのだけれども、はたと考えてみると、今の財政状況とか、あと３０年

もすれば、人口５,０００人未満の市町村がかなりできてくるときに、全部の自治体が今の

ように同じ仕事をする必要があるのか、または、今の制度自体がサステーナブルかどうか

ということが同時に問われ出してきました。 

それで、私は個人的にどうするのが良いかというのを先に申し上げまして、その中で、

先生方がおっしゃった議論と絡めたいと思います。どうしても、暮らしを支えるというこ

とになると、現場が力を持たなくてはならないけれども、縦割り行政であったら、それが

うまくいかないわけですね。総合的に見なくてはいけない。それで、本当にこれからの行

政が効率よく働くには、地域の住民の個別に違うニーズをうまく反映させるとともに、住

民の自治ができ、なおかつ、予算制約式が間近にあるようなところで行うほうが良いので
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はないかと考えるようになってきました。その枠組みは分権的意思決定と言いますと、地

方分権の形が望ましい。住民自治と言いますと、住民参加をどのようにするかということ

もあります。また、齊藤先生がおっしゃった限界的財政責任をどこで持ってくるのか。そ

れから、景気対策をどうするのとか、それから、神野先生がおっしゃった税源移譲と財政

調整の問題があると思います。財政調整の事柄でも、今の議論の大きく分かれている点は

１人当たり税収で調整するだけで、支出保障的なところはもうなくても良いのではないか

という議論がある一方で、絶対必要だという議論もありなど、議論が分かれております。

私は今の制度より分権的な意思決定システムで税源移譲して、予算制約式が身近にあるよ

うなシステムが望ましいと思っています。 

 前にお話された２人の先生がおっしゃったことについて、時間があまりないので３点ほ

ど議論をしてみたいと思います。齊藤先生ですが、限界的財政責任のことをおっしゃいま

した。限界的財政責任を全うするというのは、スウェーデンとかイギリスとかが有名です

ね。イギリスのやり方は地方自治体はそんなに多くの仕事をしていなくて、自分たちで決

める税金というのは、歳入の１２％ぐらいしかないのに、行政を拡大しようとすれば限界

はあるんですけれども、税率を高めたり、歳出をカットするという限界的な財政責任とい

うのをやっています。これが必要だと言うのですが、こういうことが今の日本の制度にな

いかどうかですが、それはあると思います。どういうことかと言いますと、国はある意味

でプライマリーバランスが悪いが、地方はかなり良いという比較をしても、地方はこうい

う歳出歳入構造を支えるという仕組みのもとでは、プライマリーバランスは国よりも悪化

のしようがないような、もともとそういう仕組みですね。それで、その中でも昭和５８年

ぐらいまで、それからバブルの間を除いて、また平成３年ぐらいから地方はプライマリー

バランスがずっと赤字できたわけですね。５０年代の赤字というのは、地方にどんどん今

のように仕事が来るときは、必要な部分は地方交付税を増額して、必要でなかったら減ら

すということになっているのですけれども、財政的な理由がかなわずに、それをするかわ

りに財源補てん的な地方債を発行させることによってそれと代替してきた。平成になって

からの地方のプライマリーバランスの赤字というのは、皆様よくご存じのように、景気対

策の一環として地方が付き合わされた結果ということです。 

 インターネットで自治体の決算を見てみますと、赤字補てんの方法が説明してあるわけ

ですね。歳出カット、基金の積立の取り崩し、及び補てん的な赤字の地方債です。特例的

な地方債を発行して補てんしますと書いてあります。しかし、制度上は地方税のほうで超
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過課税をして税率を引き上げて、それでバランスをとっても良いのだけれども、個人につ

いてはなかなかできていない。法人税を超過課税しているところが多い。これは本当に地

方固有の問題なのか。限界的財政責任を追求するだけで、これは非常に重要な点だと思い

ますが、身近に給付と負担がかなり明確にできるのではないかと個人的には考えていると

ころです。つまり、これは地方の問題だけではなくて、国全体に通ずる問題なのではない

か。国がこれだけの赤字体質を持ってきた理由の一つは、どこで帳じりを合わせるかとい

うときに、税率の引き上げという議論には至ってこなかったことがあります。今のように

国も地方も大変なときに４６兆円ぐらいの交付税特会の赤字を返すという議論でも、結局

自然増収を持つような形の仕組みが組まれているとか、増税ということに関しては、表面

立って地方だけではなく、国もまともに取り上げてこない。私は大きな政府のおきてだと

思うのですけれども、例えばスウェーデンでは、あれだけの大きな税率の負担をしながら、

税の使い道についての満足度は非常に高いですね。そのかわり社会保障のことだけ言いま

しても非常に厳しくて、日本のように例えば生活保護をもらうときは、今まで住んでいた

家に住んでいて良いということは絶対させない。その家を売って小さなところへ移らせま

す。失業保険の支給でも、自己都合なら３週間ぐらいで支払い停止とか、それから地方税

でも、神野先生のご専門ですけど、所得税の非課税の枠というのは本当に低いところから

全員が負担するような仕組みになっている。日本は所得税の空洞化という言葉が叫ばれな

がら、国民は税の使い道には非常に不満があって、まず無駄をなくしてから増税して欲し

いと言う。時期的には無駄をなくすことと増税と両方一緒にやっていかなければならない

のに、そういった仕組みにはなっていない。国と地方に通じるこういう限界的な財政責任

を、あやふやにしてしまうような気質をまず変えていかないと、うまくいかないのではな

いのかなという気が私は個人的にはしています。 

 時間がないのであと２つ申し上げますと、景気対策は本来国の責任で行うべきというの

は、本当にそうだと思いますが、今の仕事についてみて痛切に感じるのは、いろいろな政

策を進める場合に国は地方をかなり頼っている。明治以来の伝統でしょうけど、地方は手

足なのだと。国の責任で行うべきというのをやってしまうと、おそらく減税ぐらいはでき

るけれども、有効需要創出的なことはなかなかできにくいのではないのかなという気がし

ています。 

 景気対策と絡めて地域対策のことを考えますと、競争がないから横並びではなくて、競

争の均衡点が横並びであったと思うのですね。どの地方も、新しいベンチャー企業に対し
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てインキュベーターなことをしようとか言って、どの県もいろいろな制度を持っています

けれども、あれは結局どこにもよく使われていないと言いますね。アメリカの例なのか本

でほんのちょっとだけでも読んでみると、弁護士さんから、会計士さんから、それから公

共部門は資本を持ってとか、いろいろな大がかりなことでやっている。景気対策と絡めて

国がもっと責任を持つのであれば、各地域ごとにこの地域をどうやって開発していくのだ

ということを、国と地方が連携して集中的にやらないといけない。今、地域の競争とうた

い文句のように言うけれども、地域の競争では結局均衡点が横並びになるだけで、ＥＵが

やっているように、どの地域に課税優遇措置をして、どの地域を育てて、ＥＵ以外のどこ

と競争するのだというぐらいの見方を持たないとだめなのではないかと思います。 

 最後に、税源移譲は大変重要だと思うのですが、それ以上に私は財政調整のところで神

野先生がおっしゃったように、一番基礎的な自治体である市町村に仕事がいこうとすると

きには、支出保障的な部分というのをなくすわけにはいかないと思っています。しかし、

同じ自治体の中でも規模によって大きなところはどんどん自立していけるように力をつけ

るし、小さなところの仕事というのはもっと縮小していっていいのではないかと思ってい

ます。以上です。 

【井堀】  どうもありがとうございました。 

 それでは、最後に小西さんお願いします。 

【小西】  関西学院の小西と申します。私の発言は忠臣蔵でいいますと５段目みたいな

ものです。４段目と６段目が重いものですから、５段目は弁当を食べにいく時間帯という

ことに昔からなっておりまして、要するに気を抜いて頂いて結構という意味でございます。 

 まず、両先生のことについて一言踏まえた上でというリクエストでございますので、ち

ょっと順番を変えまして神野先生から申しますと、神野先生のご発言を自治体関係者が聞

いていますと、「神野先生は我々の味方なのですかね、敵なのですかね」と私に聞かれる方

が多いと思いますね。そのとき私はどう答えるかというと、「本当はいちばんの味方なので

すが、皆さんが思っておられるようないみでのみかたではないかもしれません」。要するに、

多くの自治体の人が本当にうれしいのは山ほど交付税がくることであって、それ以外のこ

とは優先順位が低い、ということになりますね。自治体の方はそういう方ばかりではあり

ませんけど、そういう感覚の方が多い中で、敵ですか、味方ですかねと。本当は味方なの

ですけど、あの先生がおっしゃるような形で制度改革をしていくと、かえって困ってしま

う自治体が山のように出てくるように懸念されます。 
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 それと神野先生の話は自治体の普通の感覚ではわかりにくい、という気がしました。私

にはびんびんと響くものがあるのですけれど、現場の人で特に意識の高い方でないとは何

を言われたかよくわからない。そういう方も意識のある方もけっして少数ではないですが。

やっぱり地方財政をどうしたらいいかというのは難しいですね。神野先生のコメントに一

番あらわれていますように、理屈を通していくということは自治体にとって本当は良いこ

となのだけど、良いことをしてもらっていると思わない可能性があるというぐらいこれは

難しい問題です。私はキーワードを一つ見つけまして、垂直的財源調整を上げると水平的

財源調整は要らなくなる、またその逆なのだと。あの部分ですね。そこを多分大きな問題

提起として今日いただいたのではないかと思います。 

 齊藤先生のほうは、地方団体は地域独占であり、かつ規制産業であるとおっしゃいまし

て、だから規制を外す、規制というのは正確な言葉ではないのですが、しかし非常に象徴

的に言われている言葉であって、この場合は規制を外すというのは地方財政計画を縮小す

るということなのですね。そこが大事なのだと。ところが、地方財政計画を縮小すると、

簡単にいうと、各省庁は顔が立たなくなるのですね。財務省と総務省を除くと、いや総務

省だって消防庁を持っていますから、同じように面目丸つぶれなのですね。だから、規制

緩和といいますけれど、それは国の省庁の面目を丸つぶれにするということで、地方財政

計画を縮小しないと交付税は縮小しないのですが、地財計画を縮小するというのはどうい

うことで、どんな手続きなのだというところは大きな論点としていただいたと思っていま

す。 

 私の思いとして本当に思わせぶりに項目を４点だけ挙げまして、次のディスカッション

に譲りたい、あるいは後でのご質問のほうに譲りたいと思います。 

 地方は独自財源、税源を持たなければ無駄をするというのは正しいことだと思うのです

が、それはマージナルな、限界的な意味で言っているのか、平均的な意味で言っているの

かということですね。つまり、サービスを追加しようと思ったら増税しなければいけない

という仕組みなのかどうか。これは限界的の意味ですね。それとも地方団体の歳入必要額

をできれば全額税で調達しましょうということになると平均概念ですね。この整理が大変

重要です。本来は、いうまでもなく限界的な意味であり、平均的な意味ではないのだと。

だから国税、地方税の割合と実質的な税源配分の割合が一致しなければだめだというのは

間違いである。そこをいいかげんに議論するのは経済学のつまみ食いではないか。浜田先

生の前でちょっと度胸のあり過ぎることを言ってしまったかもわかりませんけど。 
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 そうなると、現在、地方税の調達割合を増やせという議論がよくあるけれど、それはあ

まり重要ではなく、地財計画が大き過ぎるということはが本筋ではないか。だとすると、

結局地方に仕事をさせ過ぎているということになるのではないか。３割自治という言葉が

ありますけど、本当は３倍自治なのではないか。３割自治なら税を増やせということにな

りますけど、３倍自治ということになれば直轄事業を増やせということになるのですね。

あるいは、国は自治体に直轄事業を負担金の形で業務委託するのだということでもいいわ

けですが、そうなると水平的財源調整の程度を落としたいのだったら、垂直的財源調整を

逆の方向へ持っていくべきだという議論になっていく。 

 最近、地方債の議論を考えて気がついたのですが、交付税がなければ明日からでもやっ

ていけないという自治体が起債するのは本当は間違いですね。償還財源を自分で手当てで

きない団体が起債するのは無理があるわけです。そういう発想を持って地方財政を見たと

きに、やっぱりこの制度はどこかおかしいということになります。償還財源を自前で手当

てできないのに起債を財源調達手段に多用しているわけですから。。しかしそれは地方財政

５０年の歴史をひっくり返す話なのですね。これをやはりひっくり返さないといけないと

いう気はしています。 

 それから、地方財政計画を削減することが大事なのだというのは、事前にいただいてい

るご質問にもあるのですけど、そのときに問題になるのは、だれが当事者なのだというの

がよくわからないことです。財務省も総務省も地方財政計画のボリュームに対しては当事

者であるのですが、地方財政計画を縮小しましょうということになったときに、当事者が

誰もいないという問題があります。地方財政計画をどうやって縮小するかという議論をし

たいと思います。 

 最後にもう一つ言いたい放題言いますと、戦後の自治の原則というのは市町村中心の自

治だということだと思いますが、それはどのような規模の市町村であっても基本的に同じ

種類のサービスをするのだということが前提になっていると思います。あれはだめだと思

います。つまり、独自財源のあるところとないところに同じ仕事を割り当てているから、

交付税で埋めるというのはまちがいである。財源のあるところとないところで、割り当て

ている仕事の種類を変えるということが必要ですね。そういう話になってくると、交付税

の問題ではないでしょうということで、それはためにする議論じゃなくて、だからどうす

るのという議論がやっとそこから始まってくるという感じがしています。だから、３割自

治だと言ったり、交付税漬けで自治体はむちゃしているというような議論は、いくらして
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も全然前へ進まないのではないかという問題提起です。以上です。 

【井堀】  どうもありがとうございました。一通り終わったのですが、あとパネルディ

スカッションの時間は３０分ぐらいしかないので、あまりパネリストの間でのディスカッ

ションはこれ以上深めるのは難しいと思いますけれども、後でフロアとのディスカッショ

ンで補足していただきたいと思います。 

 それで、一応基調講演に関しての木村先生と小西先生お二人のコメントを踏まえて、も

う一度齊藤先生、神野先生にそれぞれ簡単にご発言していただきたいのですが、ただ時間

の制約もありますし、問題も非常に多岐にわたっておりますので、できれば財源調整問題

でより具体的な改革案といいますか、交付税に関しての見直しについていろいろな議論が

出ておりますが、そういったものを踏まえて、今後の日本の地方分権を進めようとしたと

きに、現状をどういった形で変えるのかという点にも触れながら、簡単にそれぞれ５分程

度でご発言いただければと思います。では、まず齊藤先生。 

【齊藤】  今、いろいろなご意見をいただきまして、私もかなり同感できる部分も多か

ったのと、小西先生のほうからは地方財政計画の縮小に関してどうやればできるのだとい

う、本当に大変難しい問題で私もそのとおりだと思っています。ただ、小西先生が最後の

ほうに言われたと思うのですが、今までのやり方を前提として、地方財政計画をつくると

いうこと自体を考え直す必要があるだろう。どこの団体がどんなことをやるか、一番最後

に確かおっしゃったと思うのですが、基本的に同じ仕事をするのは無理ではないかと。現

在ごくわずかですが、例えば特例市とか、中核市とか、同じ市でもちょっと違いますよと

いう動きが多少あると思うのですけれども、それをもっとどの団体がどういう仕事をやる

か。あるいは、規模とかにかかわりなく、この仕事は自分のところで出来ないから、例え

ば都道府県でやって欲しいとか、国に返上したいとかというのは私も本当にあって良いこ

とだろうと思っております。何を出来るかというのは、よく考えなければいけない。 

 そういう点を踏まえて、地方財政計画を立て直すというか、考え直すというのが私の頭

の中では理想だと思っているのですが、一番難しい問題は先ほど出た国の各省庁が黙って

いないだろうというのは本当にそのとおりで、その辺をどうクリアできるかというのは、

私もそれほどはっきりした展望があるわけではないですが、私は地方財政計画の枠外とい

う大変妙な言い方をしましたけど、そこにおさまらない部分を少しずつ増やしていくとい

うのが一つの考え方ではなかろうかと思っております。ですから、当然そこの部分は変え

ていって、地方団体が自由にやる部分のウエートを上げていくということは結果的に交付
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税が変わる大きな契機になるのではないかと思っております。 

 それから、木村先生の１点目になりますかね。限界的財政責任といっても、制度的には

今でもやれるはずなのに、ほとんどやっていないのではないかということも事実だと思い

ます。この点は課税自主権を与えたから法定外目的税とか、普通税でやりなさいというの

で、一生懸命各団体がやっているというのは私はそれほど否定的でなくて、神野先生は戦

後の状況と比較しておっしゃいましたけれども、私はある程度ラーニング・バイ・ドゥー

イングと言うのですか、税のことにまじめに取り組む一つの契機としては大変良いことだ

ろうと思っているのです。それで財政再建ができるボリュームではないということで、本

音は木村先生のコメントにもあったと思いますが、基幹税、これは神野先生のお考えとも

一致するのですが、基幹的な税で税率を変えられるかどうかというところにあるのではな

いかと思います。私もいろいろなところで委員をやっておりまして、この点に関して、何

か良いアイデアはありませんかと聞かれたとき、それでは個人住民税の税率を上げたらど

うですかと言うと、飛び上がって驚く、そんなことは考えもしなかったというのが大体の

反応でありまして、一つはまずそういうことが頭にないというのがかなり大きいのではな

いかと思います。本当にアイデアというほどのものでは全くないのですけれども、私は幾

つかの団体かがやり出せば、ほかの団体も追随するのではないかと思っておりまして、時

限的にマッチンググラントのかなりのものを出すということも、一つのやり方としてはあ

り得るのではないかと思っております。そういう形で交付税をダイレクトに見直す、建設

事業費関係を見直すというのは、これは景気対策分を落とすというので賛成なのですけど、

交付税を形成している今の構造自体を変えようと思うと、やっぱり地方財政計画にたどり

着くのかなというのが私の考え方でございます。以上でございます。 

【井堀】  どうもありがとうございました。 

 それでは神野先生、５分程度で。 

【神野】  そうすると、一つの重要なポイントが財政調整制度だと思いますが、ちょっ

と私の考え方は変わっておりまして、変わっているというか、経済学者だとだれもが読ま

なければならない本として、スミスとリストというのがあるわけですが、リストの考え方

ですと、人間というのはゲマインデの中に生きているわけですね。ゲマインデの中に生き

なくてはいけなくて、ゲマインデというのは日本でいうと、自然村と行政村の融合体なの

ですが、日本は明治以来、自然村を壊した。行政村しか残っていない。ここがちょっとま

ずい。つまり、アダム・スミスのような、市場主義だけでというのも危険で、市場はどこ
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かで区切れるということで国民国家という概念をつくろうとするのがリストの思想なので

すが、現在ヨーロッパでリストが言った国民国家の枠組みがぐらぐら揺れているわけです

ね。財政調整制度が発達しているヨーロッパで見ると、傾向は必ず２つです。私は宇沢先

生と共にサスティナブルシティー、つまりヨーロッパの地域再生運動をずっと観察してま

いりましたけれども、それぞれの地域が、バスクはバスク、アンダルシアはアンダルシア、

それからコルシカはコルシカといって独立運動をやっているときに、財政調整制度がどの

ように動くかというと、２つの傾向しかありません。つまり、コルシカとか貧しい地域が

独立するというと財政調整制度を強める。それから、豊かな地域が独立するというと財政

調整制度を緩める。これが財政調整制度の原点なのですね。繰り返すようですが、エルツ

ベルガーの改革でもって財政調整制度を最初につくったときの合い言葉はドイツは一つだ

ということなのですね。したがって、国民国家として統合するのか、統合しないかという

制度である。私の考え方はいつも国民によるという考え方ですので、私たち国民がどうい

う社会をつくっていくのか、どういう社会を選択できるのかということを選択できるよう

な仕組みにしてくれと。偉い人が大きな政府にするとか、小さな政府にするとかとを決め

ていただくのではなくて、民主主義でも何でも言葉は構いませんが、選択できる制度をつ

くろうということ。国民によるという制度が非常に弱いのではないかという観点から物事

を考えておりますので、財政調整制度についても選択できるようにしようということを考

えているということです。 

【井堀】  あと時間は２０分ぐらいなのでどういう形でやるか大変難しいのですけど、

一つは課税自主権の問題です。齊藤先生、神野先生はメリットをかなり強調されたと思う

のですが、ただ実際に課税自主権として出てきた一つの例としては、外形標準課税の問題

があると思います。東京都、大阪府がご存じのように銀行だけに外形標準課税を入れて、

今度、総務省のほうですべての自治体により課税ベースを広げて外形標準を入れるという

話が出ておりますけれども、特に地方分権を広く認めたときの自主財源として課税自主権

を強化しますと、当然想定されるのは現在の東京都、大阪府のように、住民でないほかの

住民、あるいは法人に対する課税という形で、自主財源としての課税自主権というのが強

化される。もちろん税収を上げるという側面からいえばそういう話が出てくると思うので

すが、それは必ずしもメリットだけではないように思います。そのあたりをどのようなぐ

あいに、課税自主権のデメリット、メリットも含めて自主的に税を調達するということが

果たして望ましい効果を本当に持ち得るのかどうかというあたりを少し議論していただき
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たいと思います。では、齊藤先生のほうから。 

【齊藤】  当然、今、井堀先生のほうから出たように、メリットもデメリットもあるだ

ろうと私も思いますし、それからどちらかというと、地域に住む住民に課税せずに、外部

から来る人に課税するケース、それから法人に課税するケースが出てくるのではないか。

これは別に日本だけの問題でなくて、イギリスでサッチャーが改革をした一つのきっかけ

も、日本の固定資産税に似たレートというタックスのうちの法人にかけていた部分の税率

が、引き上げられるということがあったと思うのです。そういう意味で、地方団体が限界

的財政責任を果たすような枠組みを、つくれるのかどうかというあたりがポイントであろ

うと思います。私はちょっと楽観的過ぎるかもしれないのですけれども、地域がものすご

く大変な状態にあるということを説明すれば、地域住民全員が税の増収に反対するという

ほどのことはないのではないかと考えております。これは具体的なケースもありますので、

また後でもし時間がありましたら補足説明したいと思いますが、そういうことでやっぱり

地域住民の理解を得て、その地域を維持するのに必要なコストが適正なものであるという

こと、あるいはやっている行政がしっかりしたものであること、評価システムをつくって

こういうことをこんなふうにやっていますよということを説明すれば、個人に関する課税

もできるのではないかと考えております。 

【井堀】  小西先生いかがでしょうか。先ほどのコメントの中で無駄な歳出ということ

を強調されたということは、逆に言うと、地方税収をもう少し増やす努力を、地方分権が

仮に今後進むとすれば、結果として歳出に合う税収を増やす可能性は出てくるわけですけ

れども、課税自主権が今よりも拡大したときに、歳出を今と同じぐらいにして地方税制を

増やす方向でいくことが現実的かどうか、あるいはそれがどの程度メリットを全体として

もたらすのかといった点をどういうぐあいに考えておられますか。 

【小西】  多分私の言い方が悪かったためだと思いますが、先ほど私が申し上げたのは、

無駄が多いとかいうのではなくて、地方に仕事をさせ過ぎですよということを申し上げた

だけです。本来直轄事業で国がやるべきことまで地方にさせておいて、そして３割自治だ

からといって、地方税を拡大するなんて、こんな議論をしたって仕方ないですと申し上げ

ているので、無駄とかいう話ではありません。 

 ただし、課税自主権ということから言えば、つまり地域レベルで大きな地方政府を選択

できるような形になっているかどうか。大きくても小さくても良いのですが、選択肢がき

ちんと整えられているかどうかという意味でいけば、相当整っていると思います。それは
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齊藤先生が言われるような、個人住民税の増税という部分が打ち出の小づちでありますか

ら、だれもそう思っていないかもしれませんが、整備されているということはあると思い

ます。ただ、地方税の増税を求めようと思うと、地方税に対する意味づけが明確でないと

いけません。そうなったときに個人住民税のフラット化、比例税率化というのは、地方税

としての意味づけを強化するという意味で前進だと思いますので、それをするということ

は選択肢を広げるような形で税制度を整備するという意味があると思います。 

 それから、私は交付税がある中で外形標準課税というのはほとんど意味がないと思って

います。つまり、地方税収入が景気変動等で落ちたって交付税でカバーするわけですから。

特に都道府県は交付税の８割が基準財政収入額に算入されている中で、あんまり地方税の

変動ということを声高に言えないのではないかと思いますけれど、交付税の見直しという

ことになれば、税収の景気に対する弾力性の小さい税にするということが、選択肢を広げ

るような形での課税自主権の整備だという方向だと思いますので、それは良い方向だと思

います。以上です。 

【井堀】  神野先生は実際に地方自治体の課税自主権に関しては、具体的に提言等もさ

れている立場だと思うのですけれども、例えば東京都が財政状況の厳しいときに、先ほど

齊藤先生のほうから指摘された、個人住民税の税率を上げないで、ほかの形で税収をかき

集める努力をするということはどういう形で正当化されるのかというところも含めて少し

お話を。 

【神野】  それはちょっと難しいと思いますが、一つはさっきの銀行課税のことについ

ていうと、課税自主権とはちょっと関係ないのでまた議論するにしても、さっき小西先生

がおっしゃったやらせ過ぎの話なのですけれど、経常的な経費の一番大きいものは警察、

義務教育国庫負担金とありますよね。これは減らすことはできないわけですよね。そうす

ると、本来はそこで対個人サービス、福祉とか、医療とか、教育とか、公共事業をやるの

ですかということが本当は選択できなければならないわけですね。ところが、経常的な経

費というのは地方債で賄えませんから、結局地方税というのは義務づけられた仕事に充て

る。不足については、交付税がきてそれで仕事をやると。ところが、自分たちの地域で固

有の事業が何か必要だからやらなくてはならないといったときに、公共事業をやれば地方

債を充てられるわけですが、対個人サービスはそうはいかない。経常費でやろうというと、

さっきの決算上の話ではないですけれども、できないわけではありませんが非常に困難で

ある。この仕組みを変えないと、公共事業が選択されてしまう。小西先生の言葉を使えば
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やらせ過ぎになっているところを変えていただいた上であれば、私はフランス方式的なル

ールをつけて良いと思います。フランス方式というのは法定税率があるのですが、その地

域に住んでいる住民が払う税金の税率を例えば１.５倍まで上げたというと、その範囲内ま

で他の地域の住民も払うような税金を上げていいというルールをかませれば良いと思いま

す。 

【井堀】  木村さんはどうですか。 

【木村】  まず私も少し前に申し上げましたことに補足しますと、私は限界的財政責任

に否定の立場では全くなくて、むしろこれは非常に重要だから、我々はこれを身につけな

ければならないと思っているのですが、えてして陥りがちな考え方は、地方だからだめな

のだというものがありますけれども、我々が国と地方全体を通じて、これについては自分

の気持ちから体質改善しなければいけないことだと思っているということです。 

 それで、論点のほうに入りますと、今の税金については法定外税で起こっていることと、

法定税で起こっていることの２つに分けるほうが良いと思います。地方分権一括法で法定

外目的税、それから法定外普通税が総務大臣と同意するようになって、仕組みが変わりま

したが、基幹税目ではないほうで、どれだけの税を地方が今つくっていて、どういう傾向

にあるかというと、ご存じのように額自体はいずれも大きくはないです。地域住民全体を

対象としたものというよりは、あるときにその町に来る方々、あるいはそこにいらっしゃ

る少数の事業者とかといったものもあるということも事実ですが、これは齊藤先生がおっ

しゃったように、残念なことだけれども、ある時期を過ぎれば落ちついてくるのではない

か、あるいは、２つの練習の期間でもあるのかなという思いも私は持っています。 

 あと、法人事業税を外形標準課税にしようという議論は、それはまた法定税の中のこと

で、別の議論だろうと思っています。法人をねらい撃ちにするというようなものではなく

て、そもそもこれは私たちが大学院生のころ、それよりももっとずっと以前から地方財政

の教科書には必ず載っていたことですが、所得を基準にするのだったら赤字のときにはと

れないと。だけど道路にしろ、水道にしろ、いろいろなインフラは利用しているわけで、

それを負担してもらうためにどういったベースにするのが良いのかという議論の中で、外

形標準課税が良いというのはここ何十年も議論されてきたことですけれども、付加価値の

配分についてはいろいろな、なぜ資本が入ったかとか批判はあると思いますが、地方交付

税の問題というのは裏返せば地方税を強めなければならないという問題ですから、私は個

人的にはこの税は望ましいと思っています。では、なぜ固定資産税等を整理しないのだと
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いう批判が当然あるのは知っていますが、固定資産税は所有者にかかるものですし、これ

は市町村税ですよね。今話題に挙がっています外形標準課税は都道府県税のほうで、都道

府県のほうもそのようなインフラを提供しているのであるから、私はこの税については望

ましいと思っています。以上です。 

【井堀】  どうもありがとうございました。地方分権に関しては、地方といってもいろ

いろな地方自治体があって、日本の場合は３,０００以上ありますが、東京都のような非常

に経済的に活動の大きな自治体から山間僻地までいろいろあるわけで、ご存じのように都

道府県でも経済力、あるいは財政力の格差がかなりあります。そのときに地方財政を分権

化する方向にいくといっても、意味していることは必ずしも同じではないと思うのですけ

れども、齊藤先生の、あるいは神野先生の今日の基調報告でも東京都のようなかなり経済

的に大きなところと、それからそうでない過疎地とでは当然異なった取り扱いが必要だと

いう話が出たわけですが、そうしますと今の地方の行政区域自体をこのままで地方財政を

より分権化する方向に進めていいのかどうかという問題が当然入ってきていると思います。

最近ですと、幾つかのところで合併の話が出てきたのですが、ただ過疎地のほうであまり

合併の動きはなくて、むしろさいたま市とか大都市のほうで、最近でいくと静岡と清水で

すが、そういったところの合併が出ているわけですけれども、過疎地のところは地方分権

を進める中でどういった形で対応していくのかというのが１つの大きな論点なのかと思い

ます。一つのアイデアは完全に地方自治を返上させるという方向での議論も少しあったと

思うのですけれども、あるいは地方自治を生かしながら、あるいは分権の方向を生かしな

がら過疎地のところにうまく対応していく何か具体的なアイデアと言いますか、そういう

議論はございますか。 

【神野】  ちょっと先ほどお２人の先生から解説いただいたときに言おうかと思ってい

たのですが、補完性の原理の解釈ですが、私は西尾先生の解釈をとっておりまして、補完

性の原理というのは、まず市町村がやる権利を持っている。つまり、基礎自治体がやる権

利を持っているということを意味しているので、基礎自治体はできないと言う権利もある

ということだと思うのです。ですから、先ほど小西先生がおっしゃったように、これは小

さい地方自治体でできなかったら、私のところはできますと言わないで、できないよと言

うことができると。できないと言ったときに、ではだれがそれをやるのかというときに、

上の政府にやらせますか、それともお近くの市町村にやってもらいますかという選択肢が

あるのではないか。もちろん今の話は合併ができるような場合もあるのですが、過疎地の
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場合、往々にしてやっても無意味な場合があって、その場合どうするかという話にちょっ

と限定させていただくと、今言ったようなことになるでしょうと私は思います。つまり横

に委託するか、それとも上に委託するかという選択になるのではないかと思います。 

【井堀】  ただその場合、委託されたほうも断る権利もあり得るわけですね。採算上悪

いという場合……。 

【神野】  それは上にいくしかない。補完性の原理ですから、どこかがやらなくてはい

けない。 

【井堀】  最終的には国が面倒を見ざるを得ないということになるのですか。 

【神野】  もちろん、そうでなければ、国の直轄地になって自治を失う。したがって、

基本的には地域でやるような、身近な政府がやるようになり、今のような補完性の原理で

やっていくことになる。これは皆さんご存じのとおり、フランスでは都市共同体という広

域連合を形成する場合もありますし、中国なども地区級政府というのがございまして、地

区級政府というのは周りの、つまり２３区方式みたいな形で見ていくというやり方をやっ

ておりますから、ほかの国でやっていないわけではない。それから合併の場合も、合併を

すると公共サービスの規模の利益が働きますけれども、意思決定を反映させるというデメ

リット、つまり遠い政府になってしまうというデメリットがあるわけで、これは別途ヨー

ロッパでやっているような地区評議会とか地区委員会とかという仕組みをつくって、メリ

ットとデメリット、つまり合併をするか、しないかということではなくて、合併をすると

いう意思決定をするにしろ、しないという意思決定をするにしろ、それによって生じるデ

メリットを消す努力が一番重要なことだと思います。 

【井堀】  追加して何か発言は。では、小西さん。 

【小西】  地方分権というのは国が行うことと地方が行うことを切り分けるということ

だと思いますので、この場合に一番嫌なのは国の省庁だと思います。つまり、これは地方

がやることだから国は手出しをしないということになりますので、この建物の周辺にある

省庁の中で面目がつぶれるところはたくさん出てくるわけですね。分権とは仕事を移すと

いうことじゃなくて、責任の所在を分けるということだと。都道府県と市町村という話が

出てきたときに、市町村がやる仕事が規模にかかわらず同じ仕事なのだと決められるかと

いうのを話すと、多分決められないですよ。財政力と人口規模と過疎地という話で全然決

められないですね。そうすると、市町村の財政力とか、規模とか、経済状況に応じて、担

える仕事というのが、ノーという権利があるのだという先ほどの神野先生の話からいうと、
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少しの権能しか担わないところと、たくさんやってもいいというところが出てくる。その

でこぼこをどこがフォローするのだということになると、県も嫌だと言って国までいくか、

県のところでとめるかという話ですね。おそらく県のところでとめるということにしてい

かなければいけないのではないかということですが、市町村中心の自治は権能の意味でも、

財政力の意味でも、経済力の意味でも、放棄しないと結局は交付税漬けの状態からどこま

でいっても離れられないという問題意識は大事だと思います。 

 私は合併推進論者ということになっているのだと思いますけれども、ニューズウィーク

の日本版の先週号に合併はやってないけないというコラムがありまして、読んでみますと

大賛成でした。どういう意味で大賛成かというと、ニューズウィークに書いているブルッ

キングスの研究者の方が持っている市町村のイメージは、神野先生が言われるゲマインデ

なのですよ、地域共同体なのです。地域共同体をつぶすような合併はするなと書いてある

のです。そのとおりだと思いました。だから、そこにも書いてありましたが、起債なんて

毎年がんがんやるようなのは、地域共同体としての市町村なのかじゃないですよ。日本の

場合の市町村合併というのは、ゲマインデではないところの合併の話なので、ですから合

併をやる以上はゲマインデを人工的にでもつくらないとだめだということです。 

【井堀】  どうもありがとうございました。 

 それでは、時間が来ましたので、このあたりで休憩に入りたいと思います。１５分ほど

休憩いたしまして、その後はフロアからのフリーディスカッションに移りたいと思います。 

（ 休  憩 ） 

【司会】  それでは、これから再開させていただきます。 

【井堀】  それでは、今から１時間弱、５時半までの予定でフロアからのコメント、質

問等を受けてフリーディスカッションをしたいと思います。 

 コメント、質問等あります方は挙手をお願いします。発言の際には、ご所属とお名前を

おっしゃっていただければと思いますが。 

【Ａ】  多角的な地方財政の問題を取り上げていただきましてありがとうございました。 

 先ほど、課税自主権をどうするとか、あるいは外形標準がどうだとかいう以前の問題で、

私は、今の補助金と地方交付税の仕組みそのものが、あまりにも全国一律の国土の均等あ

る発展が、均等があり過ぎてあまりにも画一化して、ある部分かなり非効率になっている。

それこそ小さな自治体、市町村でも、多分村役場だとか、そういうところが大きな雇用源

になって、それはほとんど補助金みたいな形でくる、こういう格好になっていると思いま
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す。確かにそういうところからしたら、合併しようにもそんなインセンティブは全くない

わけですから、今の仕組みのもとであれば、現状が続くのが一番いいと、こういうことに

なるのだと思います。 

だから、ある意味で言うと、地方自治体にモラルハザードを起こす仕組み、それが本来

は完全に限界にきているはずだと思うのですが、それが長いこと言われながら、いまだに

具体的なところにいかないというのは、霞が関と永田町だとか、いろいろなところの関係

あるとは思いますが、例えば垂直的財政調整と水平的財政調整のあり方、こういう原則論

がもちろんあって、それのもとで具体的にこんな形でやってみようとか、仕組みをこうい

う形に変えたらどうかというような具体的な改革案は出てきているんでしょうか。あるい

はまだそこまではいってないと、こういう段階なのでしょうか。 

【井堀】  どなたに……、じゃ、神野先生どうぞ。 

【神野】  今のご質問については、９ページ目から書いた諸井報告がその絵図柄をかい

たといえると思います。ただし、分権推進委員会の勧告というのは、各省庁の了解をとっ

てこなければだめだと言われておりました。実現可能性を担保するためには各省庁の了解

が必要だと。そうすると、勧告で出しますと、尊重義務がありまして、基本的にそれを受

けた政府はそれに基づいたプランをやらざるを得なくなってくる。この報告は、あえて勧

告というふうに書かずに報告という形にしました。それでも、一応最後の最後まで了解を

とろうと努力しました。とは言え、報告ですから、勧告よりも実現可能性は低くなってし

まいます。いろいろな組織がそれぞれプランを出せば良いと思いますけれども、私は私な

りに、私の所属していた分権推進委員会で一応のプランも出しましたけれども、多分ご批

判にたえ得るような具体的な案にはなし得ないのは、つらつらと勝手に書き得ないという

のが一つだと思います。 

 それは、単に各省庁だけではなくて、今私はあえて数値を出してご説明しなかったので、

多分会場の方々からはいろいろご批判を受けるかもしれませんが、結局数値を出すと、各

地方間に差し障りがでるわけです。このプランでいけばこうなりますよ、ということにな

ると、激変緩和措置を何か考えなければいけないという要求が必ず出てくるというような

ことになりますので、現在のところ、税財源に関しては分権推進委員会が一応のプランを

出したということです。 

 ただ、先ほど井堀先生からもお話がありましたように、総理からこの後受け継いだ分権

改革会議が一応案を出すようにと言われておりますが、これもどこまでご質問の趣旨に合
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うような具体的なプランになるかというと、それはなかなか難しい。ここにいらっしゃる

方でも、それぞれ設計図といいますか、どういうことでやろうかという設計図を立ててい

るとは思いますが、その設計図を一つにまとめようとすると、いろいろな利害が、それぞ

れ子供と親と家をつくるときに設計図が違うように調整しなければいけないことが入って

きて、なかなか実現可能性ということであると難しいということだろうと思います。です

から、出していないわけではなくて、それぞれの分野、セクションで出している。 

 ただ、一番重要なことは、国民が考えることだろうと思いますので、いろいろな組織が

いろいろな案を出し、いろいろなシミュレーションを出し、国民が選択できるように議論

をするような材料を提供していくことだと思います。 

【井堀】  ほかのパネリストでもう少し歯切れいいお答えは。多少神野先生は今までの

経緯に考慮されてなかなか……。 

 小西先生お願いします。 

【小西】  全国一律の交付税と補助金がモラルハザードを起こすと、うん、そうだなと

いう感じですが、地方へこの話を持っていきますと、何の話ですかということになるわけ

です。交付税というところの世界で筋を通していこうということに限定して言いますが、

それでも誤解を招きやすい発言だと思いますが、それを覚悟して言うと、交付税は社会的

正義なのです。私は段階補正も事業費補正も含めて社会的正義だと思いますが、交付税で

保障しているサービスの範囲がミニマムである間は社会的正義ですけれども、財源保障の

範囲が大きくなってくると怪しげなものがいっぱい出てくる。これはモラルハザードでは

ないかというものがたくさん出てきます。モラルハザードは地方にもあるけれども、都会

にもあるのです。そして、おそらく交付税をもらっていない団体にも同じような意味での

モラルハザードはあるだろうと思われます。 

交付税というのはそういうものだと思いますので、交付税は社会的正義ですけれども、金

額が、これはどう考えても国民の権利であるという部分に限定されたときが１００点で、

そこから少しずつ大きくなればなるほど変な問題が出てくると認識すれば、この問題はほ

とんど尽きているのではないかと思います。交付税は仕組みが悪いのではなくて金額が大

き過ぎるのが悪いのだということ。ところが、交付税を小さくするというのは、ものすご

い大変な問題で、僕はこのことを議論したい気がしております。 

【井堀】  それでは、浜田先生。 

【浜田】  研究所の浜田です。本日はお集まりいただきましてありがとうございました。
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それから、講師の方々、ありがとうございました。 

 応募者の方のアンケートを拝見する機会があったのですが、非常に知的レベルの高いと

いうか、アカデミックな質問がありまして、大変エンジョイさせていただきました。 

 まず、神野先生のお話は今日はとても良くわかる感じがしました。これはおそらく神野

先生が私のためにわかりやすく話してくださったわけじゃなくて、僕の頭がアメリカ的だ

かどうかわかりませんが、少しずつドイツ的になったせいなのではないかと思います。と

いうのは、垂直的財政調整とか、水平的財政調整とかいうことで分けて考える。そういう

座標軸は非常に重要だと思います。『経済財政白書』というのが昨年出たのですが、文章は

随分良くなっていると思いますが、地方財政のところは、正直言いまして、少し物足りな

かった。白書で僕が非常にわかりにくかったのは、何が理想的、望ましい地方と国の支出

の分担であり、歳入の分担であるかについて、基本的な原則が何も書かれていない。現在、

いろいろな地方財政の議論がされるときにも、そういう原則を何も言わないでするもので

すから、絶えずそれは水争いになり、敵か味方かの話にすぐになってしまう、ゼロサムゲ

ームになってしまう。ですから、白地に絵がかけたならばどういうのが望ましいところで

あって、もし現在の状態から進むのであるとすれば、過去に我々みんな拘束されているわ

けですから、そこから進むのであるとしたらどんなふうに向いていったら良いのだろうか、

どういうふうに分担が進めば改善になるのかということを、先ほどのご質問のように具体

的に示すことが非常に重要だと思います。それのための基準というので、今日議論あまり

されなかったことがたくさんあると思います。地方はそもそも地方のことは全部やるべき

だというのは、なぜそうなのか。教育というのは、みんなの水準がかなり一致しなければ

ならない。これは交付金でもらっても良いのではないかということになると思いますし、

ダムをつくるかどうかというのは、そこの住民の情報を一番持っている地方政府が決める

べきだ。そういう情報の観点がもう少し強調されても良かった。地方のことは何でも地方

というわけではなくて、何かの理由があって地方である。 

 それから第２に、足で投票するというのがあるわけですが、さいたま市が高い税金を取

ったとしますと、境界にある人は次のカウンティーに移る。そういうことがアメリカ等で

はしょっちゅう行われます。ですから、規則でこちらが１５％にしたらこちらも１５％と

いうような問題では処理できないような問題もあると。それから、ソフトバジェットの交

付税のインセンティブの構造が悪いということは確かだと思うのですけれども、もう少し

議論されても良かったのではないか。井堀先生が尽力されまして、今月国際フォーラムを
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開催しました。そこではドイツ風の学者は少なかったですが、アングロサクソン風の学者

が議論していたことは、そもそも公共サービスの性質とか、それの外部性、どれだけほか

のコミュニティに伸びていくか、漏れていくか、そういうようなことと無関係に、何はど

こがやるべきかということはなかなか決めにくいのではないか、という議論がありました。

少し長くなりましたが、どうも。 

【井堀】  非常に内容のあるコメントなので、お答えするのが大変だと思いますが、齊

藤先生どうでしょうか。そもそも地方分権のあるべき理想的な姿等を踏まえた……。 

【齊藤】  大変重要なポイントをお話いただいたと思うのですが、特に今の井堀先生の

話と少しずれるかもしれませんけれども、私、一番興味深いといいますか、考えなければ

ならないと思うのは、どうしても財政学者というのは現状からの変化と考えがちで、先ほ

ど浜田先生は確か水争いとおっしゃったと思うのですが、そうではなくて、もう少し最適

性のような話で、まず何が最適かという話があって、それじゃ、現状を変えるには経過措

置的なものをどう設計すれば良いかということを考えないと、どうしても地方分権論議と

言っておきながら、今から少しこの部分を変えましょうということで、ターゲットがあま

りはっきりしなくなるところがあるのではないかという先生のお話、大変興味深く伺いま

した。 

そういう意味で、先生は情報の観点とおっしゃったと思うのですけれども、これも分権

を考える一番のキーとなるものだろうと思うのですが、先ほどから我々のほうでも議論が

出ていたと思いますが、どれぐらいの単位であれば一つのコミュニティとして成立するの

か、あるいは意思決定ができるのかということと、おそらく公共財供給の上での規模の経

済性というのは随分違うのではないか。そうすると、いろいろな地方分権を達成するため

の規模の違いがあるときに、結局どういうところでどういうようなメカニズムをつくって

いくのかということになると、今日はほとんど出なかったのですが、市町村合併だけでは

なくて、きっと府県ももう少し大きくなったほうが、先ほどから話が出ていました市町村

がこれを返すといったときに、広域的な処理ができるような仕組みもあり得るのではない

かということで、もう一度浜田先生の話に戻りますが、今ある地方財政、あるいは地方の

行政システムを一から考え直すことが必要なのではないかと思いました。 

【井堀】  木村さんは学者の世界からより地方自治の現場に近づく方向に動いたわけで

すけれども、浜田先生のコメントに関していかがでしょうか。 

【木村】  本当にありがとうございました。 
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 ２つぐらい先生のコメントに対して私の考えを述べさせていただきます。 

 なぜ地方分権かというときの理屈づけは、私のもう一つの専門であります社会保障の中

の介護を、例えば地域福祉を例にとりますと、そこは地方分権の枠組みが一番うまく機能

するだろう。それで、地方行政の最も大きな行政課題の一つになるのが地域福祉ですけれ

ども、そこでは、選好、あるいは疾病構造とか、食習慣とか、そういったものの基盤がま

ず違って、それから出てくる住民の介護サービス、あるいはそれに関連するサービスに対

する選好が違う。それから、情報が地域限定的だし、お金をやりとりするわけではなくて、

実際に人的サービス、あるいはそれに関連する財とかサービスをするわけですから、地域

限定的で供給制約がある。このような場合には、分権的意思決定のほうが効率的だろうと

思っています。 

 それから、支出とか、税が最終的にどのようなものをもってすれば、地方分権の理念が

実現しやすいのか、井堀先生の本は非常にその点よく考えて書いておられて、例えば、一

人１０万円の所得均等割りを書いておられますが、私は、研究者としては非常に理論的で

すっきりしていて、さすがに頭脳明晰な井堀先生と思ったのですが、ただ、現実にやって

いくとなると、均等割をそこまで上げるということは非常に難しいだろうなという気がし

ています。そこでセカンドベストとして何をするかというと、おそらくそういう均等割も

理念的には入れながら、妥当な線としては消費とか所得というベースをその地方に移譲し

ていく。そういうことなるのではないかと思います。 

地方も、先ほどお話がありましたように、いろいろな税がありますが、限界的な財政責

任というのを明確化することになると、税目をある意味で限定して集中させて、それ程多

くない税目で税収をあげていかなければならない方向にあると思うのです。それはどうい

う意味かというと、限界的な財政責任を明確にしようということになってくると、例えば

このサービスをやりたいから、これだけの税を引き上げたいのだというとき、あまりにも

多くの税目があると、一体どの税目を引き上げるのが望ましいのだということになります。

それですから、基幹的な税目はかなり絞られてくるのではないかというように私は思って

おります。 

 先生が指示してくださったことは、研究者としても今後もっと勉強していかなければな

らないことだと思っております。 

【井堀】  それでは、フロアのほうからご質問どうぞ。 

【Ｂ】   今日はいろいろ貴重なお話をありがとうございました。 
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 浜田先生がおっしゃったことをもう少し私プリミティブにかつ少し刺激的にお話をした

いのですが、浜田先生と趣旨が同じになるかどうかわかりませんけれども、なぜ地方分権

かというところが、私はいま一つなかなか飲み込めなくて、神野先生にお配りいただいた

資料で、とにかく市民に一番近い行政主体によって行われるべきである。マニフェストと

してはわかるのですが、学問的な論理的帰結なのかどうか。もしこれが仮にそうだとする

と、論理的帰結としては、行政単位はできるだけ小さければ小さいほうが良い。もちろん

規模の効率性の問題がありますから、それによるコンプロマイズというのはどうしても必

要になると思いますが、しかし、原理的にはできるだけ小さいほうが良い。極端なことを

言いますと、町内会でできることは町内会が一番良いのかもしれないということになりま

すが、本当にそれで良いのでしょうか。 

 そこまで考えると、やはりこの原理そのものを金科玉条のごとく考えるのが少しおかし

いのではないか。今の木村先生の議論にもありましたけれども、行政サービスによってき

め細かく考える。このサービスなら、今の単位で見ると市町村が良いですね。このサービ

スなら都道府県が良いですね。あるいは、よく言われることですが、外交とか司法とかい

うのは国が良いですね。大気汚染とか、地球温暖化ということだったら、国でもどうしよ

うもない、グローバルに物事を決めてやっていかないといけないというぐあいに、むしろ

最初から原則国だとか、原則市町村だとか、原則県だとか、そういう偏見を持たずに行政

サービスごとによって考えるというのが本来の考え方ではなかろうかという気がいたしま

す。 

 そういう意味で、今の地方分権の原理原則と、例えば市町村合併をどんどんやりましょ

うというのは実は論理矛盾ではないか。ここに書いてあることが地方分権の原理原則であ

れば、むしろ市町村分割とか、都道府県分割とか、そちらのほうが本来は真っ当な方向で、

しかしそれは効率が悪いからやめておきましょうというのならわかるのですが、むしろ話

は逆になっていて、私はその辺はよくわからない。私も中央官庁の役人の端くれなのです

が、先ほどから中央省庁の抵抗のような話が出て、それはある程度ご指摘のとおりだと思

います。現実はそういうところがもちろんあると思いますが、私どもも含めて、中央省庁

の役人を説得していただくには、この仕事はこういうことで地方がやるのが一番住民のた

めには良いのだよと。単なるマニフェストではなくて、分析的なものをぜひ示していただ

きたいという気がいたします。 

【井堀】  どうぞ。 
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【木村】  もう少し補足させていただきますと、地方分権論者は別に地方分権を信仰と

かしているわけではなくて、地方分権は私が苦しいときに助けてくれるわけじゃなし、神

野先生もいろいろな深いご学問の中から結論を出されたと思うのですが、介護について申

し上げますと、分権的意思決定が望ましいと言っても最適規模かあります。町内会でやっ

ていくには小さ過ぎます。大体、行政サービスそれぞれによって最適規模があると思うの

ですが、介護のサービスだと大体５万から１０万人ぐらいと言われております。それくら

いがいろいろな情報とか、計画も立てやすいし、人の融通もしやすいと言われています。

アメリカのように個々の行政ごとに学校を運営する自治体をつくるのか、それからまた別

の自治体をつくるのかというのは、我々の社会はおそらくそういうのは選択しないだろう。

では、いろいろなサービスを同時にやっていく中で、どれぐらいが最適規模と考えるのか

という話になってきますが、私はこの仕事について、旧自治省のＯＢで仕事をされた方々

にもいろいろなお話を伺ったり、研究者の報告を見ましても、一概には決めにくいという

ことはよくわかりますが、経験的に意思疎通がしやすい規模というものがある。研究者で

はなくて、実際に地方でのお仕事をされた方に伺うと、自分たちの経験だと、３０万人規

模というのは経営がしやすかったとおっしゃったことが非常に印象的でした。 

 大きなところはまた逆に、横浜に住んでいる人は大き過ぎるわよ、何とかしないとかえ

ってだめだと言う人もいます。名古屋に住んでいる人にも言われました。例えばイギリス

だったら、介護の面ですけれども、５０万人ぐらいで大き過ぎるところは、１０万人ごと

の意思決定機構をつくるとか、そんな工夫をしているとおっしゃるように、信仰的にだけ

持っているのではなくて、最適なマネジメントの規模は何かという問題意識が我々にもご

ざいます。 

【井堀】  小西先生。 

【小西】  私は、今ご指摘の点はそのとおりだと思っていることがありまして、分権と

いうのは切り分けです、責任の切りわけですので、仕事を持っていくことではないと思い

ます。今日は一貫して申し上げているのは、地方財政計画という形で総括されている国が

法律とか、計画とか、閣議決定とかいうところで、気軽に地方に振ってくる仕事があるわ

けです。振ってくるというか、投げている仕事があるわけです。それを総務省の自治財政

局でいうと調整課とか、交付税課とか、財政課が拾って、それを金額に置きかえて、地財

計画（地方財政計画）に持ってきている。これは、財務省と総務省とすべての省庁の合作

としての地方財政計画です。簡単に言えば、国会が始まって法律ができるたびに、地方財
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政計画の中身は充実していくという仕組みです。これがまずい。これを縮小して、３割自

治ではなくて３倍自治なのだから、むしろ減らして、どうしてもやる必要があるのだった

ら、直轄事業でやるべきだということです。それがむしろ分権だよと。そのかわり地方に

渡した仕事については、各省庁は基本的に口を出さないということになると、そこでこの

あたりで面目がつぶれてしまう省庁が出てきますよねというようなことを申し上げました。 

 それから、市町村合併は、市町村自治を担うスタッフが人的要因として非常に厳しいと

いう現状があります。人口１万人未満の市町村が１,５００ありまして、１万人ですと一般

会計職員が１２０～１３０人です。この人数で、今、市町村の役所が了解しておかなけれ

ばいけない法律を全部きちんと読んで勉強して、正確に運用するというのは相当難しい。

それが市町村合併という問題が出てくる背景でありまして、市町村が担うべき仕事を、場

合によったら小さくするということで、合併をしないという選択肢もあります。やはりフ

ルセットしたいというところでは、人数を増やすか、努力するかどちらですかというのが

市町村合併の問題です。現在、お金の問題以前のところに、市町村合併の問題というのは

きているわけで、私は人口１０万人以上の自治体の合併は、その意味で人員不足とは別の

理由がなければ合併をする必然性がない、既に十分なスタッフがいるのではないかと常々

思っております。 

【井堀】  では、神野先生。 

【神野】  浜田先生のご質問等含めてお答えしたいと思いますが、まず、補完性の原理

というのは、ご存じのとおり、ローマ法王の思想ですから、個人でできないことを家族が、

家族でできないことをコミュニティが、コミュニティでできないことを市町村が、市町村

ができないことを道府県が、道府県ができないことを国が、国ができないことをＥＵが、

こういう思想です。したがって、これは分権とあまり関係がないと言っては変ですが、一

つの分権の考え方だということです。そうでない分権の考え方もあります。 

 例えば強い中央政府に対応するには、強い地方政府でなければならない。強い地方政府

をつくるためには、大きな強い地方政府でなければならないといってつくっている国、例

えばカナダ、オーストラリア、そういう国もありますので、補完性の原理が絶対的な、普

遍的な原理であるというようなことを主張しているわけではないということをまず申し上

げておきたいと思います。 

 それから、分権というのが絶対的に人類不変の原理だと主張しているわけではないとい

うことです。これは、後から仕事の切り分けのところでお話をしたいと思いますが、私の
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認識は、２０世紀の１９８０年代あたりからの時代の変換期で、これからは分権型にして

いかなくてはいけないのだという認識だということです。 

 それから、浜田先生のおっしゃることは多分国、地方の役割をどういうふうに分担させ

ていくのかということだろうと思いますが、横軸に教育費とか、軍事費とかをいろいろな

公共事業をとっていって、縦軸に中央がやるか、地方がやるかをとってまいりますと、日

本の場合には、教育も地方がやるし国もやる、つまり、横割りでやっている。ところが、

ヨーロッパの多くの国々はわりと縦割りで、福祉はどちらがやる、医療はどちらがやると

いうふうに縦割りでやっているわけです。シャウプ勧告も縦割り型を考えておりまして、

事務事業を見直す、仕事を見直す場合には３つの原則にしなさい。第１は補完性の原理、

先ほど申し上げたとおりでございます。第２番は能率性の原理で、その事務事業が最も能

率的に行われる箇所に任務を充てなさい。第３番は責任の明確性の原則で、例えば、教育

については地方が責任を持つといったら地方が責任を持つ。行政ごとに責任を明確にしな

さいと、こういうことを主張したのだと思っております。 

縦割りの場合どうやって決めているのかというと、これはわりと私の古い思想で、リス

トの思想からいうと、もともとゲマインデでやっていたこと、これは大体教会がやってい

た医療、福祉、教育、これは市町村がやっていきますよと。リストの時代のドイツでは国

民国家がございませんでしたから、領邦国家が分立していたわけです、バイエルンはバイ

エルンというように。そのバイエルンとかがやっていた仕事は州がやって、国民国家で統

合したときには、軍隊とかも統合するわけですから、そうした統合した任務は連邦が担う。

そういうように、わりと常識的に分かれてきて、歴史的にも形成されてきたのではないか。

日本では神戸勧告が、シャウプ勧告を受けて行政任務の配分をやったのですが、結局これ

は実現されずに葬り去られてしまったという歴史がございます。先生がおっしゃったよう

な国と地方の事務区分の基準を示すことは、やってやれないことはない。そのときに先生

がおっしゃったような情報は重要なことで、できるだけ情報がわかっていると、能率性と

か、責任の明確化とか、補完性とかが実現できていくのではないかと考えています。 

 それから、先ほどの分権ということですが、それは私の理解では国民国家の枠組みが揺

らぎ始めてグローバル化し始めたということが大きな要因になって、国民国家がそれまで

担っていた任務の一部を下にやらざるを得なくなってきた。つまりゲマインデから吸い上

げていった国民国家が吸い上げていったもの、公共空間を上と下に落とさざるを得なくな

ってきたというのが私の認識がありまして、人類普遍的に分権がいいとか何とかと言って
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いるわけではないということです。 

【井堀】  齊藤先生、何か発言ございますか。 

【齊藤】  補完性の原則について神野先生が言われたとおりなのですが、お話を伺って

いて思ったのは、先ほど木村さんも言いましたけれども、例えば国によって行政システム

は変わり得る。アメリカはそれ専用の、例えばスクールディストリクトとかそういうのを

つくって、そういう対応をするオプションは当然あるのだと。今のところ、日本はそうい

うやり方をとっていないわけですけれども、今後どうなのかということを考えると、日本

は今のままではなかなか難しいかなと思っていますのは、今日も話が出ておりますように、

例えば基礎的自治体の市町村がこれをやれないというときに、それではどうやるのか。 

例えば府県に返す、国に返すという話が何度も出ているかと思うのですが、私が思いま

すには、その中間形態もあり得るのではないか。今さらそういうことを言ってもしようが

ないですが、かつては、都道府県の中に郡がありまして、郡がある程度の役割を果たして

いたということで、おそらく今の広域連合とか、広域の事務組合でうまくいっていないこ

とが多いような気がいたしますが、中間的な組織をつくるオプションは全くなくなったわ

けではなくて、例えば介護などでは、北海道でいろいろ新しい試みも出ておりますから、

サービスごとに最適規模は違うだろう。それをどういう形で現実の行政システムとマッチ

させるのかというのは、オプションはいろいろあって、今の日本がそういう面で貧困なだ

けではないかと思っております。 

【井堀】  それでは、次の質問に移りたいと思います。 

【Ｃ】   先ほど浜田先生のご質問に対して、齊藤先生から、今日は話が出ていないよ

うだが、市町村合併だけでなく府県合併というお話が出ました。先ほどからお話が出てい

ますように地方の仕事、これは医療、介護等たくさんあるわけですが、社会資本の整備と

いう点で道州制ということ、これ、私は地方分権推進委員会がどういうお仕事をなさって

いるのか詳しく存じ上げていないのですけれども、もし議論がありましたらそれを。ある

いは、神野先生並びにほかの先生方の個人的なご意見を。 

一例を挙げさせていただきますと、私は北陸の出身なのですが、北陸新幹線をつくるの

であれば、北陸政府がアセスをして責任を持ってファンドレージングをしたほうが、北陸

の住民たちのためのものができるのではないか。あるいはもっと平たい話をしますと、北

海道の社会資本整備のときに、九州や沖縄のずっとそこで働いてこられた議員の方がご発

言なされる。やはりちょっと同じ土俵ではないのではないか、そういうふうに考えますの
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で、道州制について。 

【井堀】  では、まず神野先生から。 

【神野】  道州制や市町村や、あるいは都道府県のあり方、これを全部含めまして、現

在立ち上がっています地方制度調査会のほうでかなりの議論を進めておりまして、先日、

日本地方自治学会が開かれましたが、そこで西尾先生がかなり詳細な発表をされておりま

す。そういう意味で、道州制の議論も進んでいる。つまり進めるとか、進めないとかとい

うことではありませんが、道州制に関する議論も進めている。道州制もいろいろ立場がご

ざいまして、先ほど言いました道府県が仕事をやっているのだけれども、道府県がまとま

って仕事をやったほうが良いというような発想方法から出てきている道州制と、国の権限

を下の政府におろすためのものという、多分大きく２つの考え方が道州制にあるのではな

いかと思いますので、その点を含めて議論を進めております。 

 それからもう一つ、現在は政令指定都市がございますけれども、これはかなり数が増え

てきました。政令指定都市についても特別市と言われていた構想がございまして、ドイツ

のブレーメンとか、ハンブルクといった、都市州というのか、そういう構想に近いような

案も出てきておりまして、そういうことについても議論は進んでおります。 

 公共空間の線引きをするのはだれかということになりますが、国民的な議論をここでも

巻き起こしていくということが重要だと思っております。 

【井堀】  では、齊藤先生。 

【齊藤】  神野先生にあまりたくさんつけ加えることはないのですが、市町村がいろい

ろな仕事をやると、先ほど補完性の原則の話が出ておりましたけれども、どの部分を受け

て、どの部分を返上するのかちょっとわからないですが、市町村が基礎的自治体として分

権の主役を担うとなってきますと、おそらく府県の仕事が少し少なくなり、あるいはどち

らかというと、広域的な行政がやるところにウエートが移ってくるとなると、地理的に狭

い範囲内の府県、特に県だろうと思いますが、ものすごく仕事がやりにくくなってくると

いうことで、現実にも府県連合なのか、合併なのかわかりませんが、そういう動きが出て

おりますので、私も今後いろいろな形態が検討されるほうが良いのではないかと思います。 

 それから、先ほど神野先生から地方制度調査会でいろいろな話をされているという話が

あったのですが、例えばそのときに出ました特別市というのはたしか戦後１回話が出て、

結局実現しなかったのがまた今再燃しているということで、先ほどの課税自主権の話もそ

うですが、意外と繰り返して議論されていることが多いのです。しかし、戦後なぜそれが
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実現しなかったのかということをもう少し考えないと、例えば特別市という形がいいのか

どうか、という点を含めて考えるべき課題だろうと思っていますが、私個人としてはそれ

以上の意見を申し上げるほどの知識はありません。 

【井堀】  それでは、先ほど手を挙げた方。 

【Ｄ】   先ほどの補完性の原理についてなのですが、神野先生の考え方と違っている

のですが、補完性の原理と考えた場合に、個人の自由とか、自己決定権が考え方の背景に

あるのではないかと考えておりまして、自治といった場合に、本来自分でできることは自

分で決めると。自分で決めることができないので、まずは市町村で、次に都道府県。市と

県を比べた場合に、所沢市だと人口３０万なのですけれども、県だと３００万人を超えま

して、小さい範囲で住民がかかわって自分で決められる、そういう価値が分権にはあって、

そういう点が最近は効率性という点でとらえられているのですが、そういう自己決定の価

値があるということを分権では考えるべきではないかという点と、最近の議論で、国も地

方も財政の効率化をすべきということなのですが、仕事上も最近、民生費が非常に増えて

いまして、住民の人的なサービスを特に市町村は担っているのですが、少子高齢化社会が

進んだ場合、どのレベルの政府サービスが増加するのかを考えた場合に、市町村では増え

ていくという現実があって、そういうことの配慮がなされていないのかなという点です。 

 齊藤先生から評価をすべきという話があったのですが、自分の仕事の実感としまして、

評価ともう一方で市として政策転換をどう図っていくかという課題があって、評価のみだ

と対応し切れない面があるのではないかなと感じておりまして、私の考え方としては市町

村とすれば、自治体の計画をつくる過程で住民が参加して、財政的な制約を踏まえながら

政策のことを考えていくべきではないかなと考えています。 

 質問をしたい点なのですが、将来的に基幹税の税率の設定権の行使が重要だということ

なのですが、現在、個人の住民税の場合に、国が標準税率という形で税率の基準を決めて

いるのですが、将来的に標準税率を廃止するような方向についてはどう考えられるのかと

いうのを聞きたいです。 

【井堀】  わかりました。では、齊藤先生お願いします。 

【齊藤】  私へのご質問は２点だけかなと思っているのですが、まず一つ目の評価と政

策というか、計画というのですか、これは当然のことだろうと思います。結局のところ評

価も、計画がきっちり立っていなければ評価の仕方がないのだろうと思うのです。ですか

ら、今おそらく先進的なところは、計画を考えようという話だと思うのですが、もともと
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スタートしたのは事務事業評価システムとか、その辺からやられて、まだその計画段階に

いっていないところが多いと思いますけれども、事務事業評価システムでやると、できる

ことが比較的限られていて、先ほど私が言いましたように、例えば、何でこんなことを今

ごろやっているのかというようなことはやめられるとか、こういうやり方はもう少しいい

やり方があるのではないか等、改善できるということがあると思います。ドラスチックに

変えることはなかなか難しくて、本命は計画をきちんと組んで、それに対して評価システ

ムを当てはめることなのではないかと思っております。 

 それから２点目で、基幹税の標準税率を廃止するというお話ですが、これ、私も判断に

迷っているところがあるのですが、結局のところ、おそらく２点でものすごく大きな影響

を与えていると思うのですが、一つは、交付税の基準財政収入額を計算するときに標準と

なるものがないとできないということと、それからもう一つは、これはこう考えて良いの

かどうか難しいですが、いろいろな地方団体の方が結局のところ、ほとんどが標準税率を

採用される何らかの指針を示しているという両側面があるのですけれども、廃止というの

は大変ラジカルなお考えで、よしあしは今判定はできないのですが、自由度を広めるとい

うことから、やっていくのが良いのではないかなと思います。というのは、今は限られた

自由度でさえ、ほとんどその自由度は使われていないわけですから、今いきなり廃止とい

うのはどれぐらいの意味があるのか判断しかねるところがあります。十分な答えになって

いるかどうかわかりませんが、以上です。 

【井堀】  どうもありがとうございました。 

 まだまだ質問等もあるかもしれませんけれども、時間が５時半になりましたので一応こ

のあたりで今日のフォーラムは終わりにしたいと思います。 

 今日は地方財政のあり方に関して、どちらかというと、理念といいますか、抽象的な話

が多かったわけですけれども、実際問題としては、これをどういった形で現状から変えて

いくかということに関しては、理念と同時に具体的な制度の、特に税とか、財源調整にな

りますと量的な話が大きな問題になりますので、それはこれからの課題として、特にパネ

リストの方々には研究、政策提言、両方の面でご活躍していただきたいと思います。 

それでは、今日はここで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。 
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